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中国における離婚に伴う損害賠償の運用と機能

一日本法との比較において一
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はじめに

改革開放以来の中国おける急速な経済発展に伴

う急激な社会変動は、そこで暮らす人々の価値観、

婚姻倫理観に大きな影響を及ぽし、家族の形態ゃ

あり方をも褒容させている。このような事由を原

因とする離婚現象が年々増加している。中国統計

年鑑の統計によると、 1995年以来中国では毎年100

万組以上の夫婦が離婚し、 2007年は209.8万組に達

した。こうした中、家族をめぐる新たな問題を解

決するため、 2001年に婚姻法が改正された。婚姻

の自由を保障するが、現代婚姻家庭立法の公平の

原則と弱者(中国の家族関係法規における弱者と

は子ども、女性、高齢者、身障者を指す)の利益

保護の原則を十分に実現するため、損害賠償請求

制度を設けた o改正後の婚姻法の中で最も注目さ

れたのは離婚の際の損害賠償を定めた第46条であ

る。具体的には、配偶者は以下のような事由によ

り離婚に至った有責者に対して損害賠償を請求す

る権利を有する。①重婚の場合、②配偶者を有す

る者が他の者と同棲する場合、③家庭内暴力を振

う場合、④家族構成員を虐待・遺棄する場合であ

る。

2001年5月に新婚姻法が施行後、多くの人の関

心を集めた。特に第46条の損害賠償制度につい

て、各地の法院では、愛人と同居ないし重婚など

により離婚原因を作り出した有責側に対して、慰

謝料の支払いを命じる判決を次々と下した。学界

では数多くの研究者が論文を発表し、議論も活発

に行われている。しかし、これまでの研究はほと

んど理論面にとどまっている。この制度の性質、

機能、適用要件などを説明し、問題点をまとめ、

裁判例を紹介し、そして改善案として新しい立法

或いは法の修正に対する期待を表明するというス

タイルの論文が少なくない。今年は施行7年目と

なり、それを踏まえて本稿においては、第46条に

もとづく離婚に伴う損害賠償の運用と機能がどの

様な状態にあるのかを実際の裁判例を通じて考察

したい。より具体的には、①，2001年新設の損害賠

償制度が実務上いかに運用されているか、つまり

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

どの程度の賠償を命じているかを実例に則して明

らかにすること、②離婚時の損害賠償と財産分割

の相互関係を解明すること、③日本法の離婚に伴

う損害賠償との実質的な相違を検討し、何故そう

した相違が生じるのかを明らかにすること、以上

の3点を本稿の課題とする。

第一軍離揖損害賠償制度

第一節歴史・沿革

昔から中国では慣習上離婚に伴う損害賠償の習

慣があった。儒教的な家族観を反映した夫の専権

離婚制度下では、離婚の際に離婚給付についての

規定はなかったが、慣習上は古くから離婚に伴う

金銭などの給付が存在した。例えば、妻を追い出

した際は、三年の問衣糧が夫側から妻側へ支払わ

れ、そして〔謄養金)(括弧の中は原語。扶養料の

ことを指す)が夫家から妻家へ支払われることに

なっており、また聴財(現在の結納金)は妻家か

ら夫家に返還されなければならず、貼銭が夫妻の

いずれの方、つまり離婚をもち出した方から、相

手に対して支払われなければならないといった慣

習が存在したと言われる九

1、清末の立法

滑宣統三年(1911年)の民律第一次草案は、初

めて成文法の形式で妻から夫に対する損害賠償請

求権を認めた。民律第一次草案第1369条は、 「前

条の規定は、離婚を訴えた場合にこれを準用し得

る。但し、第1362条によって夫の責任に帰すべき

者により、その妻に対して相当の生計に相応する

賠償を暫定的に給することを要する」と定めてい

る九当該条文の前半は離婚を訴えた後の財産関係

を規定し、後半は離婚が夫の責に帰すべき場合、

妻を離婚に伴う不利益から救済しようとする趣旨

である。

民律第一次草案の特徴は、夫の有責行為から生

じた離婚による損害賠償義務を認めることである。

有費者である夫だけに損害賠償義務を負わせるこ

ととしたのは、当時の封建社会で離婚後の女子
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(妻)が自活するのが困難であったためである。

そして、制定時は、起草者の意図が明確でないも

のの、賠償といいながらも、その中に離婚後の扶

養の性質をもたせていたのではないかと推測でき

る。本条の解釈として、 「相当の生計に相応する

賠償」とか、 「妻の身分、年齢、自営生計の能力、

離婚後の生活程度及び夫の資力如何を酪酌して、

給付の額を定める」と述べられている。民国に入

り、いくつかの判決で本条を適用した例が出され

ており、そのすべてが損害賠償及ぴ慰謝料の請求

を認めている九

2、民国初期の立法

1925年の民律第二次草案では、民律親族編草案

に修正が加えられた。離婚による損害賠償及び慰

謝料に関する第1155条は「第1151条により離婚に

至ったときは、無責者である一方は、有責者であ

る他方に対して損害賠償または慰謝料を請求する

ことを得」と規定した三本条文は、初めて離婚給

付の三つの内容(夫婦財産の清算、離婚損害賠償、

離婚後の扶養)を分けて規定し、離婚による損害

賠償請求権を明確に定めた。

本草案は、結局採択されることがなかった。し

かし、それは、中国近代離婚給付制度の起点であ

り、中国法における近代法継受の方向性を決定付

ける重要な歴史的意義を有する，

3、国民政府の立法

国民政府成立後、民国政府法制局は、 1928年か

ら民法親族編に関する草案を編纂することになっ

た。男女平等を認める原則、種族の健康を促進す

る原則、親族の相互扶助の奨励と依頼性の除去の

原則という三大原則を取り上げ、離婚による損害

賠償に関する規定は、「夫又は妻が離婚の請求をな

すときは、過失を有する一方は、他方に対し物質

上及び精神上の損害を賠償すベし」と定めている，

民法親族編と相続編は、 1930年に正式に公布さ

れ、翌年から施行された。同法第1056条は、 「夫

婦の一方が判決による離婚によって損害を受けた

ときは、過失がある他方に対して賠償を請求する
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ことができる(一項)。前項の場合、財産上の損害

でなくても、被害者は、相当額の賠償を請求する

ことができる。但し被害者に過失がないときに限

る(二項)。前項の請求権は、譲渡又は相続するこ

とができない。但し既に契約によって承諾したと

き又は既に提訴したときは、この限りでない(三

項)，Jと規定している。

4、中華人民共和国建園前の暗立法

当時の婚姻に関する立法は、封建的な婚姻家庭

制度の廃止、新民主主義婚姻家庭制度の設立を基

本的な目標としていたが、特定な歴史背景及び複

雑な革命情勢が原因で、その時期の立法には臨時

性、地方性という特徴があり、政策による影響も

大きかった。家族に関わる法令については、代表

的なものとして、中華ソピエト共和国婚姻条例

(1931年)、陳甘寧辺区婚姻条例 (1939年)、晋糞

魯海辺区婚姻暫定条例 (1941年)、晋西北婚姻暫定

条例(同年)、山東省婚姻暫定条例 (1945年)、関

東地区婚姻暫定条例 (1948年)などがある九

これらの立法は、離婚後の婦女の利益を保護す

るため、住居、生産用土地の提供や生活費用の支

払いなどの救済措置を規定したが、ほとんどが生

活維持を確保する程度の措置で、離婚に伴う損害

賠償についての規定はなかった。

5、中華人民共和国婚姻法

1949年建国後、いち早く作られたのは、 1950年

の婚姻法(以下 150年婚姻法」と称する)であっ

た。同法は、女性を差別する家父長的な家庭制度

を廃し、男女平等と個人の自発的な意思に基づく

婚姻を基本とする家族への転換を目指すことを明

らかにした。条文はわずか27カ条で、簡単な規定

しかなく、具体的な裁判規範としては多くの空白

を残すこととなった。その欠を補ったのが、国務

院(ないしその部)が制定した行政法規、規則、

最高人民法院が作定した司法解釈とよばれる規範

であった。特に1963年の「民事政策を徹底して執

行するいくつかの間題に関する意見」、そして1979

年の「民事政策法律を徹底して執行することに関



する意見」のごつの司法解釈が、家族に関する規

定を詳細に定めている。

文化大革命を経て、 70年代末婚姻法の改正が取

り組まれ、 1980年9月には新しい婚姻法(以下

180年婚姻法」と称する)が採択された。本法は

37カ条からなり、 50年婚姻法の内容を維持しなが

ら、若干の補充を施したものである。その後いく

つか重要な司法解釈が出ている。 1984年の「民事

政策法律を徹底して執行する若干の問題に関する

意見」、 1989年の「人民法院が離婚事件を審理する

際にいかにして夫婦の感情がすでに破綻している

かを認定するかに関する若干の意見」、同年の「人

民法院が結婚登記を経ずに夫婦の名目で同居生活

をしている事件を審理することに関する若干の意

見」、 1993年の「人民法院が離婚事件を審理する際

に子どもの扶養問題を処理することに関する若干

の具体意見」、同年の「人民法院が離婚事件を審理

するに際して財産分割問題を処理することに関す

る若干の具体意見」などがあるに

50年婚姻法と鈎年婚姻法ないしその司法解釈は、

離婚後の生活が困粛に陥る側には経済援助 (50年

婚姻法25条、 80年婚姻法33条)などを規定してい

たが、離婚損害賠償制度はなかった。実務上は、

離婚の有責配偶者に対して共有財産分割の割合を

少なくするなどのやり方で調整し、公平を図って

いた。

2001年5月に離婚損害賠償制度を取り入れた新婚

姻法(以下 101年婚姻法」と称する)が誕生した。

その改正の背景は次節で説明する。

第二節 2001年娼姻法改正の背景

1、社会的、経済的発展に伴う家族の変容

改革開放20年には、家族をめぐる新たな問題群

が出現した。具体的には、夫婦関係の安定性が揺

らぎ、婚姻外の性関係、不貞行為ゃ愛人問題、家

庭内暴力、そしてこれらを引き金として離婚に至

る事例が頻発した10。急に経清的に豊かになった者

(ほとんどが男性)の中には、従来の妻に多額の

金銭を提供するかわりに離婚を迫る((高価離婚〕

ともよばれる)といった現象も起こっている九建

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

国後の中国では、 〔戸口〕という住民登録制度、

商品食糧の配給切符制による都市人口の制限、交

通手段の利用キ宿泊に際しての紹介状提示の必要

など、様々な制度的障害を設けて人口の移動を厳

Lく制限していた120 しかし、経済の自由化に伴い

人間の流動性が高まり、また活動の自由度が広が

ったことによって、上記の問題は避けられないも

ので、必然的に出現したものと言わざるを得ない。

「健全な婚姻関係の破壊」が懸念され、とくに共

産党系の女性団体は危機感を募らせていた。とり

わけ問題とされたのは、 〔包二妨〕とよばれる有

配偶者の不貞行為で、これは婚姻法が定める一夫

一婦制に反する〔重婚〕行為にあたり、社会主義

道徳・風紀を乱し、家庭の分裂を招いて、社会秩

序の安寧、人口抑制政策にも悪影響を及ぽすこと

が懸念された九このため〔重婚〕に歯止めをかけ

るために、婚姻法による制裁を強化することを期

待する声が高まったのである九これが2∞l年婚姻

法改正の主な理由であった。

二十世紀末の中国では、経済の急速な発展とと

もに社会状況、家族の形態に大きな変動が生じて

いる。そこで、離婚現象の増加が特に目立つてい

る。文末の図1、図2、図3と表lを参考にしな

がら、情況を説明する。

図1は1985年から2007年まで22年間の結婚数と

離婚数を表すものである。権婚数は1985年の45.8

万組から1995年の105.5万組に増加し、 2005年は

178.5.万組で、 2∞7年は209.8万組に達した。
図2は1985年から2007年までの22年間の離婚率

を表すものである。離婚率は国際通用の計算方式

(上の注を参照)で1000人あたりの離婚数を表示

したものである。 1985年の0.44から1995年には0.88、

2005年には1.37になり、さらに2∞干年には1.59に逮

した。

図3は1978年から2007年までの29年間の法院で

処理された離婚事件の数を表したものである。

1978年の11.5万組から1988年の39.1万組に上がり、

ピーク時の1997年には75.9万組に達した。 1996年

から2001年までの5年間は継続して72万組以上を

維持し、 2002年から多少下がって60万組以上にな

49 



北:*法政ジャーナルNo.162叩9

り、 2∞7年には64.1万組であった。
表1は1997年から2007年の10年間における民事

一審事件中の離婚事件の情況を表したものである。

離婚事件の件数のピークは2002年で、その後の

2003年と2007年いずれも百万件を超えている。そ

れ以外の年も九十万件を超えている。離婚事件は、

民事一審事件中の2割以上を占めている。

2、婚姻法の対応

80年婚姻法は、わずか5章37か条しかない簡単

な法律で、当然規定すべき多くの事項については

空白が多かったため、婚姻法以外に最高人民法院

が作成した司法解釈がいくつかあっても、婚姻法

だけで家族紛争全般を解決することが不可能であ

った。このような情況下で、学界では1990年代初

め頃から80年婚姻法を全面改正することが議論さ

れ、研究者建議草案なども出されたことがあり、

1995年には正式に全同人民代表大会の立法計画に

組み込まれ、民政部とその関係研究者や中国婦女

連合会などによって改正作業が開始された。改正

の方針をめぐっては、①大民法モデル(家族法を

民法典の 1編として組み込む)、②独立法典モデル

(民法典とは別に親族法典ないし婚姻家族法典を

制定)、③単行法モデル(名称、枠組みを変更せず

に現行法を部分改正・補充)の三つの立法の仕方

に意見が分かれ、特に②を支持する大改正派と③

を支持する小改正派の立場が対立した九結果とし

て、小改正の方針がとられ、改正された婚姻法は、

6章51か条となり、 80年婚姻法の原型を継承しな

がら一部補充・修正され2001年婚姻法として採択

された。
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主な改正内容は以下の通りである160

① 婚姻無効、婚姻取消に関する規定の創設:

新たに婚姻の無効原因についての規定(第

10条)、婚姻の取消原因および取消方法とそ

の期限についての規定(第11条)、さらに無

効婚姻と婚姻取消後の財産関係の処理につ

いての規定(第12条)が設けられた。

② 夫婦財産制:改正前と同様、夫婦問で約定

財産制と法定財産制が併存し、約定のない

場合の法定財産制としては共有財産制が採

用される。また、婚前財産のほとんどが個

別財産とされることになった(第18条)。約

定財産制について旧法より詳細に規定した

(第四条、 20条、 40条)。離婚の際の財産分

割については、一方が夫婦の共有財産を隠

匿、売却、設損したり、また債務をでっち

あげて他方の財産を横領しようと目論んだ

りした場合などについての財産関係の規定

も設けた(第47条)。

③扶養義務者の範囲の拡大:80年婚姻法の負

担能力を有する祖父母の未成年の孫に対す

る扶養義務には、父母に扶養能力のない場

合と子女に扶養能力のない場合を追加し、

扶養義務を負わせることにした(第28条)。

負担能力を有する兄と姉は父母が死亡して

いるか、あるいは扶養能力がない場合未成

年の弟や妹に対して扶養義務に、兄、姉に

育てられた負担能力を有する弟、妹にも労

働能力または生活の糧を欠く兄、姉を扶養

する義務を負わせることにした(第29条)。

@ 裁判離婚の認定基準:裁判離婚の離婚原因

について、感情の破綻が判断基準として維

持され、実務で行われていたやり方を条文

化して追加された(第32条)。

⑤婚姻法違反行為に対する制裁:01年新法は、

「救済措置と法的責任」という単独の章を

設けた(第43.49条)。とくに不貞行為に対

する制裁や家庭内暴力に対する救済措置に

注目が寄せられた。その中では、第46条離

婚の際の損害賠償制度が一番重要である。

その損害賠償は、財産的損害賠償と精神的

損害賠償を含むものであって、有責配偶者

に対する制裁および無責配偶者に対する救

済の側面をもっと説明されている九改正前

は、財産的損害については、本来、民法通

則の一般的な不法行為でも請求できるはず

だが、実務は財産分割に修正を加えるとい

う形で無費者に多めに給付されることがあ

り、これは、事実上慰謝料と類似の機能を



はたし得る。とくに、これまで極めて限定

的に人格権侵害や人身侵害などにしか認め

られていなかった精神損害の賠償が、離婚

にあたって認められることになったのは、

大きな変化である九

⑥ 道徳的訓示規定の新設:夫婦は互いに誠実

で、尊重し合わなければならない。家族構

成員聞においては高齢者を敬ぃ、幼い者を

慈しまなければならず、互いに助け合い、

平等で、仲睦まじく、品格ある婚姻家族関

係を維持・擁護しなければならない(第4

条)という規定が新たに置かれた。

⑦ その他の改正点:婚姻障害の「ハンセン病

が治癒していないもの」という文言が削除

された(第7条)。離婚の際、妻が妊娠中お

よび分娩後1年以内は夫が離婚の申し立て

ができないという原則に、妻が妊娠中止後

6ヶ月以内という文言が追加された(第34

条)。子が父母の再婚に干渉することを禁止

し、再婚後も父母に対する扶養義務は変化

しないことを明記した(第30条)。初めて面

接交渉権についての規定(第38条、 48条)

を設けた。

第三節婚姻法第46条をめぐる解釈

現行婚姻法の規定に基づいて、離婚損害賠償制

度は、夫婦の一方が法定の有責行為によって雄婚

原因を作り出した際、無責側に有責側に対して損

害賠償を請求する権利を与える制度である。具体

的には婚姻法第46条(1980年9月10日採択、 1981

年1月1日施行、 2001年4月28日改正)と「中華

人民共和国婚姻法適用の若干の問題に関する解釈

(ー)J (2001年12月27日、以下「婚姻法の解釈

(ー)Jと称する)の第お-30条、「同(二)J(2∞3 
年12月4目、以下「婚姻法の解釈(二)Jと称する)

の第27条からなっている。その制度の設立につい

て、学界では賛成の声が多く、様々な角度から当

該制度の設立の必要性が論じられている。ある研

究者は、設立前から、当該制度は婚姻法の完備と

社会主義法制の建設に必要であり、新たな情勢下

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

で婚姻当事者の合法な権利・利益を保護するため

にも、また司法部門にとって根拠法の提供にも必

要であると述べていた190 当該制度の設立は、司法

実践の発展の結果であり、世界各国の立法を通じ

て、近代婚姻家族立法の公平原則と弱者の利益保

護原則を大いに体現しているといわれるヘ当該制

度は、弱者および無責側に対する保護を現したも

のであり、精神的損害の補填、被害者への慰謝、

有責側に対する制裁などの機能があり、中国の婚

姻法改正の一つの突破口となった210 以下、その

制度の法的性質及ぴ主な内容について検討する。

1、法的性質

離婚損害賠償の法的性質については議論が多く、

大きく分けて以下の三つの説がある。

①不法行為責任説:婚姻関係を破壊する行為

は、実質的には配偶者の権利を侵害する行

為にあたるという考えであるへ又、婚姻

は、配偶者双方の問で効力を発するだけで

はなく、杜会制度でもあり、出産責任の配

分、人類の繁栄の保証、社会倫理秩序の維

持の機能を果たすものである。配偶者の一

方は、有責行為より他方の権利を侵害する

とともに婚姻制度の社会機能も侵害し、社

会からの批判と制裁を受けるべきである。

故に、離婚損害賠償制度には不法行為責任

の色彩があるお。

② 契約責任説:夫婦関係は特殊な契約関係で

あり、有責側が違反したのは婚姻の義務で

ある。離婚損害賠償責任の性質は特殊な性

質をもっ契約違反損害賠償責任である。有

責側は、違反したのは法定義務ではなく約

定義務であり、損害賠償責任を負う人は特

定な人であり、不特定な人ではないなどか

ら不法行為責任説を否定するヘ

③ 離婚原因損害説:一般に離婚による損害は

二つに分けられる。その一つは、離婚原因

となる有責行為による損害であり、もう一

つは離婚そのものによる損害であるお。

中国の現行婚姻法は、第46条の損害賠償の法的

51 



北:*法政ジャーナルNo.162叩9

性質については明確にしていない。学説において

は、不法行為責任説の支持者が少なくない。しか

し、 「下に列記する事情の一つに該当し離婚を招

いた場合、無責の側は損害賠償を請求する権利を

有する:①重婚の場合、②配偶者を有する者が他

の者と同棲する場合、③家庭内暴力を振う場合、

④家族構成員を虐待・遺棄する場合」と定める条

文の規定振りからすると、離婚原因となる有責行

為に基づく損害の賠償と判断してよいであろう。

つまり、離婚原因損害説が最適の見解と考えられ

る。

2、権利の主体

離婚損害賠償の法律関係の主体は、婚姻の当事

者双方である。そのなかには、婚姻法に基づいて

手続をした夫婦(所調登記結婚の合法夫婦)と

1鈎4年2月1日以前の事実婚の男女も含まれる竺

損害賠償を請求できるのは、夫婦の無責側である。

無責というのは、婚姻法の第46条の中に列挙され

た四つの有責行為を行っていないということであ

る。これについては、以下の点に注意を払わなけ

ればならない。

52 

①重婚行為による離婚の場合

重婚行為とは、自ら既に配偶者を有しながら

も他の者と重ねて結婚する、または他人が既婚

者であることを知りながら、その者と結婚する

行為を指すが、この場合の結婚は事実婚も含む。

重婚による離婚提訴においては、まず刑事法廷

において重婚問題を処理し、重婚関係を解消さ

せ、かっ、重樹E罪者に対して刑事制裁を科す。

刑事事件処理後に、民事法廷での離婚審理とな

る。

② 配偶者を有する者が他の者と同棲したこと

による離婚の場合

婚姻法の司法解釈(ー)の第2条は、 「配偶

者を有する者が婚姻関係外の異性と夫婦の名義

によらないで、継続して平穏に共同生活を行っ

ている」場合と規定し、つまり、配偶者のある

者が他の異性と一緒に住み一定期間共同生活を

継続した場合でなければならず、偶発的または

一時的な異性関係とは区別しなければならない

とされる。

③家庭内暴力による離婚の場合

家庭内暴力とは、婚姻法の司法解釈(ー)の

第1条によると、行為者が殴打・繋縛・殺傷・

人身の自由に対する強制的制限またはその他の

手段をもって、家庭構成員の身体・精神等に一

定の傷害的結呆を与える行為を指す。

④ 家族構成員を虐待・遺棄したことによる離

婚の場合

継続性・経常性を有する家庭内暴力は虐待を

構成する。遺棄とは、高齢・幼少・疾病・身障

等のため自らの労働力・経済力で独立して生活

できない者に対して、扶養義務を有する家族構

成員が扶養義務を拒絶する違法行為である。家

族構成員に対する虐待・遺棄に関しては、その

情状が悪質である場合には刑事罰が科されるこ

とになっている。

以上の四つの場合には、①と②の権利の主体は

夫婦であり、無責側は有責側に対して損害賠償を

請求できる。しかし、無責側は、有責側の相手の

第三者にもこの権利を行使できるかという問題が

ある。多くの論者は、アメリカや日本では第三者

の有責性も認め、故に無責配偶者から第三者に損

害賠償の請求を認めた判例があるとして、第三者

への損害賠償請求権利を有すると主張している。

③と④は夫婦以外の家族構成員も含まれるので、

全員が権利の主体であるはずだが、しかし、夫婦

以外の家族構成員は、家庭内暴力を受けた場合や

虐待・遺棄された場合に、離婚訴訟の中で提起し

なくても、他に提訴できるではないかという意見

がある。①と②の場合でも、第三者への損害賠償

の請求は不法行為で他に訴訟できる。第46条の趣

旨に鑑み、権利の主体は夫婦に限定した説が最も

適切である。そして、婚姻法の司法解釈(ー)の

第28条「婚姻法第46条が規定する損害賠償の責任

主体は、離婚訴訟の当事者の無責側の配偶者であ

る」と明確に規定している。つまり、損害賠償請

求権を有するのは無責側で、賠償責任を負うのは

四つの有責行為を行った有責側である。



3、情求の要件と適用範囲

離婚損害賠償の請求要件について、研究者たち

の見解が分かれており、以下のような三つの学説

がある。

① 三要件説:当事者の一方は法定有責行為を

行った者、他方は無責であること、有責行

為が離婚を導き、無責側に損害をもたらし

たこと、この三つを必須の要件とするヘ

② 四要件説:法定有責行為があること、損害

の事実があること、その因果関係があるこ

と、主観的な過失または故意があることと

いう四つの要件であるへまた、ある論者

は、権利を侵害する行為、有責行為、損害

の事実との因呆関係及ぴ離婚という四つの

要件が必要とする20

③ 五要件説:違法行為、損害の結呆、因呆関

係、主観的な過失または故意及び離婚の成

立という五つの要件が必要であるへ

現在四要件説の支持者が一番多いが、三要件説

に損害の事実と離婚の成立の二つを追加したほう

がより適切であると考える。

改正後の01年離婚法は離婚損害賠償制度の適用

範囲について明確に規定しなかったため、 〔登記

離婚)(協議離婚)でも適用されるかということに

ついて学界では議論が少なくなかった。そして、

2003年婚姻法の司法解釈(二)が出された。当該

解釈の第27条は「当事者は婚姻登記機関で椎婚登

記手続きがなされた後、婚姻法第46条に基づいて

人民法院に損害賠償の請求を申し立てる場合、人

民法院は受理すべきである」と規定している。つ

まり、 2004年4月1日に婚姻法の司法解釈(三)

が執行されたが、これにより適用範囲も明確に示

された。離婚損害賠償制度は、訴訟離婚と登記離

婚両方に適用され、離婚の方式には影響されない310

4、請求権行使の期間と賠償金額

離婚損害賠償の請求権の行使期間については、

婚姻法の司法解釈(ー)の第30条と婚姻法の司法

解釈(二)の第27条の規定に基づき、以下の四つ

の情況に分けることができる叱

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

① 無責側が原告として、人民法院に当該損害

賠償の請求を提起する場合には、離婚訴訟

と同時に提起しなければならない。

② 無責側が被告として、離婚に同意せず、且

つ離婚訴訟で当該損害賠償賠請求を提起し

ていない場合には、離婚後一年内に単独で

当該損害賠償訴訟を提起することができる。

③ 無責側が被告として、且つ一審時に当該損

害賠償請求を提起せず、二審の期間におい

て提起した場合には、人民法院はまずその

調停を行わなければならない。調停が不成

立の場合、当事者に離婚後一年内に別に損

害賠償請求を提訴するよう告知する。

④離婚の当事者双方とも、婚姻登記機関で、

離婚登記手続きを行った後一年以内に人民

法院に当該損害賠償の請求を提起すること

ができる。但し、当事者は協議離婚時既に

当該請求を放棄することを明確に表示した

場合はこの限りではない。

それ以外に、婚姻関係の存続期間中に、当事者

が離婚を提訴することなく、第46条に基づく損害

賠償請求のみを単独で提起した場合は、人民法院

はこれを受理しない。

賠償金額については、婚姻法の司法解釈(ー)

の第28条の規定に基づいて、 「婚姻法第46条に規

定される損害賠償は、物質的損害賠償と精神的損

害賠償を含む。精神的損害賠償は、最高人民法院

の『民事権利侵害の精神的損害賠償責任の確定に

関する若干問題の解釈J(2∞1年3月10日執行、以
下「精神的損害賠償の解劇と称する)の関連規

定を適用する」とされている。物質的損害賠償の

金額は、損害を受けた財産の価値から計算できる。

精神的損害賠償の金額は、精神的損害賠償の解釈

の第10条に基づき、①権利を侵害する人の故意ま

たは過失の程度(しかし法律に別の規定がある場

合はこの限りではない)、②侵害の手段、場所、行

為の方式など具体的な情況、③権利侵害行為の結

呆、④権利を侵害する人が得た利益、⑤権利を侵

害した人の経済的負担能力、⑥受理法院の所在地

の平均的生活水準、という六項目を参考にして決
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められる。

第=軍陣婚姻書賠償の現状

第一節裁判例分析

1、概況

本章は、北大法意認の中から、婚姻法第46条で検

索し、 2∞8年10月8日までの所収の裁判例言t75件を
分析の対象とした。そのうち裁判離婚に伴う損害

賠償を請求するケースは70件、事実婚の婚姻関係

解除に伴う損害賠償を請求するケースは2件、離

婚後の財産分割・損害賠償を請求するケースは3

件である。裁判例の詳細は、付録の時間順に沿っ

て作成した表2-1にまとめである。表2-2、

表2-3、表2-4、表2-5は裁判例の各項目

の分類表である。(文末の表を参照)

2、裁判例の検肘

まず、婚姻法第46条の離婚に伴う損害賠償の運

用実態について、裁判例を通じて検討することに

する。

①重婚の場合

I裁判例1]11番(表2ー 1番号)重婚罪の成立

によって損害賠償が認められた例

〔事実1A女とB男は1982年に婚姻L、その後二
女一男をもうけた。 1995年B男は出稼ぎのため家

を離れ、事実上A女と別居した。 1998年B男はC

女と知り合い、同棲し始めた。 1999年B男とC女

は故郷に戻り、夫婦同然の生活を営んだ。 A女は

B男を説得したが、 B男はきかなかった。 A女は

精神的なショックを受け、 2000年7月から精神異

常になってしまい、病院の精神鑑定により、精神

分裂症、行為無能力状態であると診断された。同

年8月にB男とC女は、 A女に重婚罪で起訴され、

両者は12月に逮捕された。 2001年1月にB男とC

女は、重婚罪で各1年の懲役が科された。同年8

月にB男は離婚の訴訟を提起し、子どもの養育権

を請求した。 A女の母親は代理人として、 B男が

離婚を固く求めるなら、 A女の治療費3368.50元、

今後の生活費、医療費25，00口元、そして精神的損

害賠償金10，000元の支払いと婚姻後の財産はA女
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の所有とすることを求めた。

〔判決1(2∞1年9月24日)A女とB男の離婚は許
可され、長女は成人して、独立したため、 B男に

次女と長男を養育させ、共有財産を折半した。 B

男はA女に対して既に使った医療費、鑑定費等

3，368.50元、今後の生活費5，ωo元、治療費5，000元
を支払え。 B男とC女の重婚によりA女は精神的

ショックをうけ、精神分裂症になり、今も回復し

ていないまま、行為無能力状態であるため、 B男

はA女の今後の生活費、今後の治療費、精神的損

害賠償の責任を負うべきである。 A女の損害賠償

の請求に対して、 B男は全部負担することができ

ないため、一部支持する。 B男はA女に精神的損

害賠償金E∞0元を支払うことを命じた。
[コメント〕本件は、有責者B男より提起された

離婚訴訟である。夫の重婚罪が成立したこと、そ

れによってA女が精神分裂症になったことは事実

である。夫に離婚原因に対する有責性があると判

断され、重婚による離婚損害賠償が認められた。

妻の病状に配慮し、今後の生活費と医療費の賠償

も認められた。

[裁判例2140番重婚罪の成立によって損害賠

償が認められた例

[事実1A女とB男は1998年に結婚し、 2002年5
月からB男はC女と夫婦の名義で同棲し始め、

2003年6月にB男とC女の聞に女の子が生まれた

。A女はこれを知った後、公安機関に通報した。

2003年11月 (2003)花刑初字第689号刑事判決が下

された。 B男は重婚罪で懲役10ク月の刑を科され

た。 2003年8月、 A女は夫婦問の感情が破綻して

いることを原因として離婚訴訟を提起し、共有財

産の分割、精神的損害賠償を請求した。

[判決1(2∞4年4月6日)一審では、 A女とB男
の離婚は許可され、 B男は重婚罪を犯し、離婚の

原因を作り出した有責者であるため、共有財産の

分割については、無責側の権利・利益に配慮する

原則に基づき、 A女は自動車を所有し、債権を折

半し、 A女とB男はそれぞれ97，170.23元を所有と

する。 B男の重婚行為はA女に一定の精神的損害



を与えたとして、 A女による精神的損害賠償賠の

請求を認め、 B男はA女に30，000元の賠償金を支

払うことを命じた。 B晃はA女が婚前習慣的流産

や婦人病に擢っていたことを隠し、その後、代理

出産を提案し、 C女との同棲にも同意していたと

主張し、一審判決の離婚以外の判断を撤回するこ

とを求め、上訴した。上訴はB男の請求について

挙証できる根拠がないため、棄却された。二審は

一審判決を維持した。

〔コメント〕本件は無責者妻より提起された離婚

訴訟である。裁判例1と同様に、夫の重婚罪が成

立し、その重婚行為は離婚の原因であり、妻の精

神的損害賠償が認められた。そして、無責者の妻

の権利・利益に配慮する原則に基づき、妻に財産

分割を多めにした。

I裁判例314番重婚は認められず、配偶者を
有する者が他の者と同棲したことによる損害賠償

が認められた例

〔事実JA女とB男は、 1983年に他人の紹介で知

り合ぃ、 2年後結婚し、 1986年女の子一人をもう

けた。翌年、 A女はB男の不倫を知り、夫婦は不

仲になった。 1998年2月に夫婦はB男の不倫をめ

ぐって喧嘩をし、 B男は家を離れた。その後B男

は別の所で生活をし、不倫相手との関係はもち続

けた。 A女は他人の説得を通じてB男と仲直りを

図ったが、効果がなく、結局B男のA女に対する

恨みはより深まり、喧嘩、殴り合いが何度もあっ

た。 B男は離婚訴訟を提起した。同年7月A女は

法院にB男を重婚罪で訴えた。審理を終え、 B男

とその不倫相手両者ともB男が家庭持ちというこ

とを知りながら、密接に付き合い、同じベッドで

就寝したことを認定したが、証拠が不足であった

ためへ A女の請求は棄却された。 2000年6月

(1998)に奉城民初字第84号民事判決が下され、

夫婦が仲直りする可能性があるため、 B男の離婚

請求は許可きれなかった。その後、夫婦の関係は

改善せず悪化する一方で、別居3年目となった。

2001年B男は再ぴ離婚訴訟を提起し、夫婦財産の

半分を所有すること、娘の養育はA女に、自分は

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

毎月養育費150元を負担することを請求した。 A女

はB男の不倫で夫婦喧障をし、娘と自分がB男に

殴られたことも何度かあったことを主張し、 B男

が離婚を固く主張するならば、財産分割について

は無責側に配慮する原則にも基づき、娘の養育費

は月に200元、教育費の実費全額、精神的損害賠償

金50，0∞元を請求した。

〔判決J(2∞1年5月20日)B男が他の異性と不倫
関係を持ったことが夫婦の感情が破綻する原因と

なり、 B男は関連部門(職場)に批判、教育、処

分されても、相変わらず夫婦喧嘩、殴りあいが絶

えず、仲直りの可能性がなくなり、離婚が許可さ

れた。娘の養育はA女とし、 B男は月に2∞元の生

活費と教育費をA女に支払え。 A女が無責側であ

り、また娘を養育するため、共有財産をA女に多

めに分割すべきである。 B男の不倫は、配偶者を

有する者が他の者と同棲したことと看倣されるた

め、 A女に一定の精神的損害を与え、 B男はこれ

に対して責任を負い、したがってA女に精神的損

害賠償金E∞o元を支払うことを命じた。
[コメント〕本件は夫の不倫が離婚の原因である

が、重婚とは認められず、配偶者を有する者が他

の者と同棲したと判断され、その上で精神的損害

賠償を認めたケースである。共有財産の分割も無

責側の妻を配慮し、多めに分けることになった。

② 配偶者を有する者が他の者と同棲する場合

[裁判例4110番配偶者を有する者が他の者と
同棲したことによって損害賠償古宮認められた例

[事実JA女とB男は1987年に婚姻し、同年息子

一人をもうけた。 A女とB男は知り合ってから婚

姻に至る期聞が短かったため、感情の基礎が欠け

ており、婚姻後はお互いに愛情を注ぐことがなく、

性格の不一致により、夫婦聞に争いや喧嘩が絶え

なかった。かつB男は他の女性と同棲したことに

より、夫婦感情が悪化した。 B男は離婚訴訟を提

起した。双方は離婚とB男が子を養育することに

ついては意見が一致したが、子の扶養費、共有財

産の分割、及ぴA女のB男に対する精神的損害賠

償50，0∞元については合意できなかった。
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〔判決J(2001年12月8日)一審では、 A女はB男

が他の女性と同棲していることを立証したので、

B男の有責行為により、夫婦問の感情が徹底的に

悪化し、離婚に至ったとして、 B男は主な責任を

負うべきであるとした。双方の離婚は許可され

た。 B男の有責行為は、婚姻法が規定する夫婦は

相互に誠実であるべきとする原則に違反し、これ

によってA女が精神的損害を受けたため、 B男は

A女に精神的損害賠償金3，000元を支払うことを命

じた。夫婦の共有財産の分割については、 A女が

碓婚後実際に直面する困難に鑑み、 A女から分割

された財産を子の養育費に充当する請求を認め

た。そして、電化製品は折半し、マンションの所

有権はB男に与え、 B男はその時価42，000元の半

分をA女に支払い(そのうち5，飢泊元を控除して子

の養育費とする)、 9，000元の貯金はA女に5，000元

(そのうち4，000元を引き出した)、 B男に4，000元

(5，000元を引き出した)と分けた。合わせて、 B

男はA女に23，000元を支払うことになった。判決

が下された後、 A女は財産の分割とB男は損害賠

償金、財産の分割に対する不満があり、両方とも

上訴した。二審では、女性、無責側の権利・利益

に対する保護の法律ゃ有責側への懲罰などの関連

規定に基づき、財産分割を調整し、 B男の請求を

棄却し、 A女の請求を一部支持した。 B男は

44，100元をA女に支払うことを命じた。 B男から

A女に対する損害賠償については一審を支持した。

〔コメント〕本件は一審では妻の挙証により夫の

有責行為が証明され、その有責行為を離婚の原因

になるとし、妻に精神的損害を与えたことが認め

られ、損害賠償が認められた。三審は、一審の損害

賠償を支持し、更に無責側の妻に財産分割の面で

優遇し、夫の所有分から5，000元を妻に補償金とL

て支払うことが命じられた。

I裁判例5]27番配偶者を有する者が他の者と

同棲したことによって損害賠償が認められた例

〔事実JA女とB男は1991年に他人の紹介で知り
合い、同年婚姻し、翌年娘をもうけた。 1998年か

ら夫婦は常に些細なことで争い、喧嘩するように
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なった。 2001年後半B男はC女と知り合い、同棲

に至った。 B男とC女の同棲は公安局の刑事警察

に調べられ、処罰された。 2002年5月にB男は離

婚請求を提起したが、夫婦関係が修復する可能性

があるとして、離婚を認めない判決が下された。

その後、夫婦の感情が回復することなし別居が

続いたため、 2003年7月B男はあらためて離婚訴

訟を提起し、子の扶養、共有財産の分割を請求し

た。これに対してA女はB男とC女の同棲は自分

に精神と身体に巨大な傷害をもたらし、さしあた

りの診断によれば、健忘症と精神分裂症の前兆が

あると主張し、精神的損害賠償、子の養育、財産

の分割を請求した。

〔判決J(2∞3年11月5日)A女とB男は家庭内の

些細なことで不和が生じ、 2001年から別居し、現

状に鑑み、夫婦感情が破綻したため、離婚を認め

る。 B男は所有分の財産を放棄することを表明し

たので、許可された。 B男は審理中子の養育はA

女がすることに同意し、月に3∞元の養育費を支払

うと約束した。 A女が提供した証拠により B男は

A女との別居期間中他人と同棲した事実が証明さ

れ、 B男の有責行為が存在し、 A女の請求は法的

根拠と事実があるため、支持された。 B男はA女

に経済的損失として3，000元を支払うことを命じ

百

"。
〔コメント〕本件は妻が警察の調べにより夫の有

責行為を容易に証明できたため、損害賠償が認め

られた。ただし、妻は精神的損害賠償を請求し

たが、認められたのは財産的損害賠償であった。

[裁判例6]54香配偶者を有する者が他の者と

同棲したことによって損害賠償が認められた例

〔事実JA女とB男は1977年婚姻し、その後息子
二人(既に成年、独立)をもうけた。 2003年7月

にB男は離婚請求を提起したが、夫婦関係は回復

する可能性があり、夫婦感情が完全に破綻してい

ないため、離婚を認めない判決が下された。その

後、夫婦関係を改善できず、 2005年B男はあらた

めて離婚訴訟を提起し、 A女も同意した。しか

し、 A女とB男は共有財産の分割とA女がB男に



対し請求した損害賠償については意見が対立し

た。

〔判決J(2005年)一審では、離婚が許可され、共

有財産は折半し、 A女の損害賠償請求は根拠が不

足であるとして、支持きれなかった。 A女はそれ

に対して不服で、上訴した。 B男に対して、 100.∞o
元の精神的損害賠償と100.000元の経済的(財産

的)損害賠償、計20.00口元を請求した。 A女は提

出した証拠の中に、 B男が署名した第三者女性と

の同棲を認める協議害があった。二審では、 A女

が提供した協議替は、 B男が他人と婚姻存続期間

中同棲した事実を充分に証明できるため、 B男の

行為は夫婦忠誠の義務に違反し、夫婦感情の破綻

の原因を作り出し、離婚に至ったため、 A女の損

害賠償請求が充分な事実と法律根拠があり、支持

された。事実と情況を総合的に考慮した上でB男

はA女に精神的損害金20.000元を支払うことを命

じられた。 A女が主張した経済的損害賠償の中

に、 Aが独自負担した子の教育費、家電製品の修

理費、 B男が月に同棲相手に渡した2.飢渇元、 B男

の暴力により A女が入院した期間の治療費、子の

病気の治療費、 B男の実家の家を建てるための夫

婦共同の出資などが含まれたが、充分な証拠がな

いため、容認されなかった。

〔コメント〕本件は妻が精神的およぴ財産的損害

賠償を両方請求した事件である。一審は妻が提出

した証拠を不充分だと判断したが、二審は充分と

認めたため、精神的損害賠償のみを容認し、財産

的損害賠償を否定した。

I裁判例7138番配偶者を有する者が他の者と
同棲したものの、損害賠償が認められなかった例

〔事実JA女とB男は1984年他人の紹介で知り合
い、 1986年婚姻し、その後娘3人をもうけた。 B

男は賭博に手を出し、夫婦問の喧嘩が絶えなかっ

た。 A女は出稼ぎに行き、 1999年実家に戻った。

B男は2000年1月と2001年7月二回離婚訴訟を提

起したが、いずれも離婚を認めないという判決が

下された。その後、夫婦関係が改善せず、別居の

状態が続いた。長女と次女は既に仕事をLてい

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

て、次女と三女はB男と生活し、長女はA女と生

活している。夫婦共有財産はなく、共同債務もな

い。 B男は夫婦の感情が破綻したとして、離婚訴

訟を提起した。 A女は損害賠償を請求した。

[判決J(2∞3年5月29日)一審では、 A女とB男
が離婚について合意したため、許可した。 B男は

次女と三女を扶養し、 A女は長女を扶養し、各自

扶養費用を負担することになった。損害賠償につ

いては、 A女の立証が不充分として、認められな

かった。 B男はA女が共有の貯金を隠していると

主張したが、証拠がないため、これも認められな

かった。 A女はこれを不服として、上訴した。

iA女はB男が賭博に手を出してから、外で女を

つくり、何度も離婚を請求し、その目的は再婚し

て息子を産むことであると主張し、離婚の不許可、

現住所で住み続けることを請求した。」さらに、婚

姻法第46条2号に基づいて、精神的損害賠償と過

労のため纏った病気の治療費(生活補助金)

10.000元をB男に請求した。二審では、夫婦問の

感情が既に破綻したとし、一審の判断を支持した。

しかし、 A女の現状は婚姻法第42条(生活補助)

に規定された場合にあたらなかったため、認めら

れなかった。損害賠償の請求は、事実根拠がない

ため、支持きれなかった。二審は一審を維持した。

[コメント〕本件は妻が夫の賭博、不倫を理由に

離婚および損害賠償を請求したケースである。し

かし、婚姻法第46条2号に基づく損害賠償の請求

は、有責者と相手は継続して安定した共同生活を

おくっているという証拠がなければ、認められな

~，。

[裁判例8153香配偶者を有する者が他の者と

同棲したことによる損害賠償が認められなかった

例

[事実JA女と B男は1989年に恋愛関係を確立
し、 1991年婚姻し、同年娘をもうけた。その後、

夫婦聞は家庭の些細なことが原因で度々喧嘩が生

じた。 2004年3月21日A女が家出をし、 4月6日

離婚訴訟を提起した。同年4月8日朝、 A女と他

の異性が同棲する現場をB男とその家族に見ら
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れ、その同棲の状況が撮影された。同日、 A女は

B男に「保証書」を提出し、他の異性と同棲関係

を一年間もったことを認め、不動産、貯金などの

家庭財産を放棄した。 4月8日と 9目、 B男とそ

の家族は別々に公安局に通報した。その後、 A女

は娘を連れて家を離れ、別の所で住むようになっ

た。訴訟期間中、双方は娘の養育をA女にさせる

ことについては同意したが、財産分割とB男がA

女に対し請求した損害賠償については意見が対立

した。

〔判決)(2005年8月1日)A女とB男は両方とも

碓婚に同意したため、許可された。 A女は婚姻関

係が存続している閥、第三者と同棲したことは、

夫婦問の忠実の義務と善良の風俗に違反し、一定

の程度で婚姻の動綻を加速させた。これに対して、

A女は相応する法律責任を負うべきである。 A女

が子を扶養し、 B男は月に250元の養育費をA女に

支払うこととなった。双方の財産分割について

は、無責側に配慮する原則に基づき、電化製品は

折半し、住宅(時価158，印加元)はB男が所有し、

貯金50，000元 (A女が既に引き出した)A女名義

の保険金14，400元はA女が所有し、共同債務19，∞口

元はB男が負担することとなった。 B男が主張し

たA女が自ら財産を放棄したという主張について

は、 B男より提供された証拠は正常の状態で収集

されたものではないため、 A女の本当の意思を証

明できないと判断された。 B男は、 A女が他人と

同棲したことが離婚を導いたと主張し、これに対

して50，000元の精神的損害賠償の請求をしたが、

A女が第三者との長期、安定した共同生活を行っ

ていることを証明できなかったため、法定の賠償

を認める要件を欠くとして、認容しなかった。判

決後A女は事実根拠が不十分のため、自分の有責

性を認めることが不当であるとし、また財産分割

に対しても異議があり上訴した。二審は、基本的

に一審を維持し、二審で確認できた債権10，000元

をB男所有とした。

〔コメント〕本件は夫が妻に対してなした損害賠

償請求が認められなかったケースである。妻の他

人との同棲は、夫が提出した証拠により証明され
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たため、妻の有責性が認められた。しかし、一審

では、妻の有責行為は婚姻法第46条が規定する長

期、安定した配偶者以外の異性との共同生活では

ないため、第46条は適用きれず、損害賠償を認め

なかった。第46条2号が規定する「配偶者を有す

る者が他の者と同棲する場合Jとは、配偶者のあ

る者が他の異性と一緒に住み、一定の期間共同生

活を継続したととと解釈され、偶発的または一時

的な異性関係とは区別されていることがわかる。

二審では、妻の行為は有責であると判断された

が、第46条の適用については言及しなかった。そ

して、無責側に財産分割に配慮し、夫は一万元の

債権を所有することとなった。

③家庭内暴力を振う場合

[裁判例9118香家庭内暴力によって損害賠償
が認められた例

〔事実)A女とB男は1982年他人の紹介で知り合

い、 1989年結婚し、 1992年子二人をもうけた。婚

姻後、生活する聞に些細なことで喧嘩をし、 B男

はA女を殴り、夫婦感情が破綻した。 B男は離婚

請求を提起した。それに対して、 A女は家庭内暴

力を理由に損害賠償却札∞o元を請求した。
〔判決)(2∞2年8月23日)一審では、 A女とB男

は婚姻後些細なことで不仲になり、両方とも離婚

に同意したため、離婚が許可された。共同財産は

折半し、子の養育は、 A女とB男が一人ずつ養育

し、養育費は各自負担することとなった。共同生

活期間、 B男はA女を殴り、 B男はこれを認めな

かったが、 A女が提供した証拠により充分にB男

の行為が家庭内暴力であることが証明された。婚

姻法第46条3号に基づき、損害賠償の請求を認め

るが、金額が高すぎるとして、限度を超えた部分

は認めなかった。 B男はA女に精神的損害賠償金

5，∞0元を支払うよう命じられた。判決後、 A女は

不服だとし、上訴し、一審でB男が提供した証拠

は認められるべきでないこと、住宅をB男に所有

としたため生活が困難になったとして、経済的補

助金20，000元の給付、娘の養育費、そして家庭内

暴力による損害賠償金400，1別加元の支払いを請求し



た。三審では、一審はB男が提出した証拠が偽造

であることを考慮した上で財産分割を行ったとし

て、財産分割については一審を支持した。離婚

後は、 A女が住居を失うことになるため生活が困

難になるとして、経済的補助金を請求することに

は理由があるとして、 B男にA女に対して20，000

元を支払うよう命じた。その他は、一審を維持

した。

〔コメント〕本件は、妻が離婚の際に家庭内暴力

を理由に夫に損害賠償を請求し、妻より提出され

た証拠が認められたことによって、損害賠償が認

められたケースである。また、妻が雄婚後の生活

が困難であるとして、経済的補助20，000元も認め

られた。

I裁判例10145香家庭内暴力によって損害賠償
が認められた例

〔事実JA女とB男は2000年他人の紹介で自由恋
愛をし、同年結婚し、二年後子一人が生まれたが、

六日後病死した。その後、夫婦喧嘩が絶えず、 B

男はA女を殴り、 A女の日常生活用品を捨てたり

した。 B男は外出が多く、あまり家に帰らないた

め、 A女はB男が不倫していると疑い、夫婦の感

情が破綻した。 A女は離婚訴訟を提起し、 B男に

対して財産的損失費600元と精神的損害賠償8，00口

元を請求した。

〔判決J(2004年8月13日)一審では、夫婦感情が

破綻したとして、離婚を許可した。 A女の損害賠

償請求は十分な事実と法律根拠が欠けているため、

認められないとされた。それに対して、 A女が上

訴し、夫婦共有財産の分割と財産的損失費ωo元、
精神的損害賠償8，∞0元を請求した。三審では、一

審後A女は財産を放棄する意思を表示したのに、

二審中は翻意し、その関連証拠も提出できなかっ

たためこれを認めなかった。派出所より提出され

た証明、通報記録、調査記録などから、 B男はA

女をよく理不尽に殴り、そしてA女の日常生活用

品を捨てたことが事実として判明した。 A女に対

するB男の行為は、婚姻法第46条3号家庭内暴力

にあたるとして、 A女からの損害賠償請求を認め

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

た。そして本案において、家庭関係を妨害する違

法行為の程度、行為者の主観的有責性、損害の結

呆等の要因に鑑み、精神的損害賠償の金額を3，0∞

元とした。財産的損失費6∞元の請求は、関連証拠

が提出きれなかったとし、認められなかった。

[コメント〕本件は、妻が夫の家庭内暴力に対し

て、財産的および精神的損害賠償を請求したケース

である。一審は証拠不十分で認められなかったが、

二審では派出所など公的機関からの証拠で家庭暴

力を受けたことが証明できた。財産的損害につい

ては証明できなかったため、認められたのは精神

的損害賠償だけであった。

[裁判例11169番家庭内暴力によって損害賠償

が認められた例

〔事実JA女とB男は大学の同級生である。 1990
年知り合い、自由恋愛をし、 1992年婚姻し、翌年

娘が生まれた。その後の共同生活を送るうちに、

夫婦問で愛情を注ぐことが少なくなり、夫婦問の

感情に変化が生じた。 B男は一度離婚訴訟を提起

したが、認められず、 2005年再び提起した。婚姻

関係の解消、子の養育、共有財産の分割を請求し

た。それに対して、 A女は離婚に同意し、子の養

育は自分がし、 B男が子の独立まで月に1，5∞元の

養育費を支払い、財産分割及ぴB男は財産を隠匿

したため、少なく分与するかあるいは分与しない

こと、損害賠償金353，釦0.02元(医療、鑑定、交通

などの諸費用)の給付、訴訟費用の支払いを請求

した。

[判決J(2∞6年)一審では、離婚が認められ、子

の意思を尊重し、 A女が子を扶養し、 B男は子が

18歳になるまで月に8ω元の扶養費を支払うことに

なった。 A女が提出した証拠(写真、 B男の日記、

訴外Nの証言など)により、 B男が訴外のC女と

暖昧な関係を持ったことが夫婦感情の破綻の原因

であったと判断され、女性と子の権利・利益への

配慮から、夫婦共有財産の分割はB男4割、A女6

割の割合で分ける。 A女がB男から家庭内暴力を

受け、負傷した証拠として、 「法医学鑑定書」と

領収証を提出したため、損害賠償の請求を認め、
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その金額は鑑定費200元と損害賠償金5，000元と決 審では、損害賠償についてA女とB男は家庭生活

められた。判決後、 A女が上訴し、 2003年2月か 中よく喧嘩、殴りあうことがあり、 A女が何度も

ら月に1，500元の子の扶養費、計72，000元を一括で 負傷したが、 B男も負傷したこともあり、両方と

給付、住宅全部の所有、離婚損害賠償金30，000元 も責任があるため婚姻法第46条は適用できないと

を請求した。二審では、 B男は婚姻法の規定に違 した。一審の家庭内暴力による損害賠償について

反し、 A女に対して暴力を振い、そして婚外異性 は取り消したが、その他は一審を維持するもので

との暖昧関係が離婚の原因であるとし、損害賠償 あった。

を負うべきであると判断した。その金額について、 〔コメント〕本件は、妻が家庭内暴力により損害

B男の有責行為の程度、その経済能力、 A女への 賠償を夫に請求した。その証拠として、衛生院の

損害結果等を総合的に考慮し、 5，000元が妥当であ 証明が提出された。原審は家庭内暴力を認め、損

るとし、一審判決を維持した。 害賠償として初日O元の支払いが命じられた。二審

〔コメント〕本件は、夫の不倫と家庭内暴力が離 では、夫婦喧嘩や殴り合いには、双方とも責任が

婚原因で、妻が高額の損害賠償を請求したケース あると判断し、第46条では無責者しか請求できない

である。妻は夫の不倫に関する写真、日記、証人 ため、 46条の適用を否定した。つまり、夫婦喧嘩、

の証言など、そして家庭内暴力に関しては法医鑑 殴り合いは家庭内暴カではないと判断した。しか

定書などといった十分な証拠を提出した。故に、 し、夫婦喧際で、双方の殴り合いになった場合は、

夫の有責性を肯定し、損害賠償が認められた。財 家庭内暴力による損害賠償を請求はできないのが

産分割も妻6割と夫4割の割合で、無責側の妻に 通例なのかどうかははっきりしない。

配慮して行われた。

I裁判例1219番家庭内暴力によって損害賠償

が認められなかった例

〔事実1A女とB男は1997年婚姻し、翌年子一人
をもうけた。婚姻後夫婦は不仲になり、喧嘩や殴

りあうことが頻繁にあった。 A女は度々負傷し、

B男も怪我したことがあった。 A女B男に対して

碓婚、財産分割、損害賠償を請求した。

〔判決1(2001年11月8日)一審では、離婚が許

可され、 A女は子を養育し、 B男は月に120元の養

育費を支払うこととなった。 A女の嫁入り道具は

A女所有とし、住宅の所有権はB男に、その代わ

りにB男はA女に18，350元(住宅の購入及び内装

の費用の半分)を支払うことになった。 B男の家

庭内暴力によってA女は何度も負傷し、 B男は損

害賠償責任を負うべきであるが、 A女にも落度が

あるため、 A女のB男に対する損害賠償の請求を

一部支持、金額は3，0∞元とする判断が下された。

B男は判決後上訴し、子の養育、損害賠償につい

ての原審の判断の取消、 A女の二十ヶ月分の給

料(職場よりまだ未払)の分割等を請求した。二
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[裁判例13147番家庭内暴力によって損害賠償

が認められなかった例

〔事実1A女 (1950年生、初婚)とB男(1939年
生、再婚)は1976年婚姻し、娘3人をもうけた

(三人とも成人)。その後、 B男が娘を殴ったり叱

ったりしたこと、 A女と (B男と先妻の聞に生ま

れた)息子の関係などをめぐって、よく喧嘩をし、

1998年A女は山地を請負し魚の養殖をし始めたが、

B男はA女が不倫していると疑い、夫婦感情が悪

化し、破綻した。 B男は離婚訴訟を提起し、経済

補助金の支払いをA女に請求した。それに対して、

A女は娘が暴力を受けたことを理由にして、 B男

に損害賠償を請求した。

〔判決1(2∞4年)A女とB男は離婚に同意したた
め、それは許可された。 B男は調査記録及び村民

二人の証言を証拠として、 A女の不倫を証明しよ

うとしたが、いずれも直接証明できなかったため、

認められなかった。財産分割について、女性と子

どもの権利・利益に配慮する原則と公平合理の原

則に基づき、またA女の家庭に対する貢献を考え、

A女に6階建ての住宅の1階、 3階の301、302室、



4階の402室、 6階のω1室、請負山地の25畝の経

営権及ぴ山地の中の全ての建物の所有権を帰属さ

せ、 B男には住宅の2階の201、202室、 6階の602

室、そして山地にある 4っすべての魚の養殖池の

経営権を与えた。共同債務は折半し、各自65，200

元を負担することになった。 A女からB男への経

済的補助の請求については、財産分割後の所有財

産で現地の基本生活レベルを充分に維持でき生活

困難ではないと判断され、事実と法律の根拠を欠

いているとして、容認しなかった。 B男が娘を殴

ったことは事実であるが、 A女は家庭内暴力の被

害者ではないため、損害賠償の請求に関して婚姻

法第46条の規定は適用きれず、したがって請求は

認められないとした。判決後B男は上訴し、財産

の均等分割、債務の取消、経済補助5，0∞元の給付

を請求した。ご審では、 B男はA女の不倫を証明

できていないとして、 B男の請求を認めなかった。

しかし、財産の分割は平等にすべきとして、一審

の分割は訂正された。 6階建の住宅の2階の201室

をA女からB男の所有に褒更し、共同債務70，400

元には娘遣の債務も含まれているとして、債務総

額を60，∞o元に変更し、各自30，1∞口元を負担するこ
ととした。

〔コメント〕本件は、妻が夫の娘に対する暴力を

理由に損害賠償を請求したケースである。妻は暴

力を受けた者ではないため、婚姻法第46条が適用

きれなかった。つまり、第46条3号の解釈として、

家庭内暴力の被害者を妻又は夫に限定した。夫は

より多くの財産を分割させようとして、妻の不倫

又は有責性を証明しようとしたが、証明できなかっ

たと判断された。一審は女性の権利・利益に配慮

する原則によって、妻の家に対する貢献に鑑み妻

に財産を多めに分けたが、二審は平等に分割する

よう変更した。

④家族構成員を虐待・遺棄する場合

I裁判例14]68香家族構成員に対する虐待・遺

棄によって損害賠償が認められなかった例

〔事実JA女とB男は1991年婚姻し、翌年子一人

をもうけた。その後、夫婦喧嘩が絶えず、 1993年

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

A女は子を連れて家出をし、 B男と別居した。別

居期間中、 B男は子の扶養費を払わず、初04年A

女は子の名義で訴訟を提起し、 B男に扶養費の支

払いを請求した。調停によって、 2005年1月から

月に500元の扶養費を支払うことが合意された。

2005年8月A女と子は再度提訴し、 B男所有の住

宅に入居することを請求した。その住宅はすでに

他人に貸してあったため、調停によって、 B男は

月に400元を借家費用としてA女と子に支払うこ

とで合意した。 B男は離婚訴訟を提起し、債務

280，000元の分担を請求した。 A女は住宅の分割、

子の13年間の扶養費、債務249，400元の分担、精神

的損失費150，00口元、生活困難補助2∞，000元の給付

を請求した。

[判決J(2∞6年5月21日)一審では、離婚が許可

され、 A女は子を18.歳まで扶養し、 B男は月に5∞

元の扶養費を支払い、また判決の効力が生じてか

ら三日以内に子の13年間の扶養費を一括で支払う

よう命じた。lJU居期間の債務はA女249，4∞元、 B

男280，∞0元を各自が負担することとなった。 A女

とB男は夫婦生活において、愛情を育むことなく、

別居14年になってしまい、両方ともに責任があり、

A女はB男が婚姻法第46条に列挙された有責行為

を行ったことを証明できず、事実と法律の根拠を

欠くため精神的損害賠償請求は認められないとし

た。 A女は障害者であるため、生活には一定の困

難があると判断し、 B男の給付能力及ぴ現地の生

活水準などを考慮し、 B男に生活困難補助を

20，000元を支払うよう命じた。判決後A女が上訴

し、離婚原因はB男による遺棄であり、出産後B

男に子と一緒に家から追い出きれ、その虐待・遺

棄によって精神面で極めて大きな困惑と苦しみを

経験したと主張した。それが事実であることを証

明するため、原審裁判官の証明、証人5名と娘の

証言を提出した。そして、子の扶養はB男に、扶

養費もB男が負担し、住宅の半分所有、子の13年

間の扶養費187，380元、損害賠償金150，∞口元、生活

困難補助2∞，αm元、共同債務249，400元の負担を請

求した。二審では、生活困難補助が20，000元から

50，00口元に引き上げられた。 A女の債務の249，400
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元の中に、 B男がすでに訴訟期間に夫婦の共有債

務として32，∞0元を弁済し、 77，ωo元はA女の個人
債務で、残りの139，800元は主に子の扶養と家庭生

活費として使ったため、夫婦の共同債務として分

担すべきであると判断した。つまり、個人債務と

してA女77，600元、 B男280，000元を各自弁済し、

共同債務139，800元は折半することになった。その

他は、一審を維持した。

〔コメント〕本件は、妻が夫の虐待・遺棄によっ

て高額な精神的損害賠償と生活補助を請求したケ

ースである。妻が提供した証拠は夫婦問の不仲の

み証明できるが、夫が婚姻法第46条4号で規定さ

れている行為を行ったことは証明できないため、

精神的な損害賠償は認められなかった。妻が障害

者であることと夫の支払い能力、現地の生活水準

等を総合的に考慮し、生活補助を50，000元に引き

上げた。

I裁判例15172番 家族構成員に対する虐待・遺

棄によって損害賠償が認められなかった例

〔事実JA女(1963年生)とB男(1933年生)は
2002年婚姻し、婚姻後互いに愛情を育めず、コミ

ュニケーションもうまくとれず、夫婦関係が段々

悪化していった。 2004年B男は離婚訴訟を提起し

たが、それを認めない判決が下された。その後、

夫婦関係は改善しなかったため、 B男は再ぴ降婚

訴訟を提起した。審理中、 B男は自分所有の衣類、

靴、家系図、書画、そしてA女がB男の代わりに

保管している貯金の中から勝手に引き出した

24，000元の返還を求めた。それに対してA女は、

子 (A女と前夫の子)の養育はA女がすること、

子の2004年9月中学校入学から18歳までの教育、

生活費計143，創川元、婚姻後のB男の収入165，∞0元

を夫婦共有財産としての分割し、住宅1の居住権

と所有権を自らに帰属させ、 B男より受けた家庭

内暴力、虐待による精神的損害賠償10，000元、人

身損害費20，000元の支払い、さらに財産と損害賠

償金を取得するまで住宅2(現住所)に住居する

ことを請求した。

〔判決J(初郎年)一審では、離婚が許可された。
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共有財産の洗濯機、テレピ各一台をB男所有とし、

テレピ、冷蔵庫、電子レンジ各一台、家具一式は

A女所有とした。子の扶養、扶養費については、

「最高人民法院離婚案件を審理する際の子の扶養

問題の処理に関する若干の具体的意見」の第13条

に基づき、子の扶養はA女に委ね、 B男に対する

子の教育、生活費の請求は認めなかった。また、

A女は婚姻後のB男の収入165，00口元の存在を証明

できなかったため、これを夫婦共有財産として分

割することは認められなかった。 A女は住宅1と

住宅2に対する主張については、住宅1はB男の

婚前からの個人財産であり、住宅2は当事者いず

れの財産でもなく、またA女が生活困難であるこ

とを挙証できなかったことから、認めなかった。

損害賠償についても、 A女はB男の家庭内暴力、

虐待行為によって自らが身体及び精神等に被害を

受けたという事実を証明できなかったため、これ

を支持しなかった。判決後A女が上訴し、一審と

同じ請求をした。二審でも、 A女は新たな証拠な

どを提出しなかったため、一審と同じ理由でA女

の請求はしりぞけられ、一審の判断が維持された。

〔コメント〕本件は夫の家庭内暴力、虐待を理由

に妻が損害賠償を請求したケースであるが、挙証

できなかったため、認められなかった。しかし、

共有財産の分割では、少し多めに妻に分け与えた。

第二節特徴と問題点

1、挙証について

損害賠償を請求する者は挙証責任を負わなけれ

ばならない。つまり、請求者は、相手方の有責行

為重婚、配偶者以外の他の者との同棲、家庭内

暴力、虐待・遺棄ーとその有責行為から生じた不

利益な結呆財産的・精神的な損害 を証明しな

ければならない。しかし、婚姻家庭関係には一定

の特殊な性質があり、個人の生活の機敏にふれる

ため、挙証は容易にできるものではない。挙証難

は、損害賠償が認められにくい原因のーっと考え

られる。

重婚の場合、まず重婚による離婚訴訟では、刑

事法廷において重婚問題を処理するため、重婚罪



の成否が損害賠償に直接影響している。重婚罪が

成立し、かっ無責者の重婚から受けた損害を証明

できれば、賠償が認められやすい(例えば、裁判例

1・11番、裁判例2・必番、 1番、 13香)。重婚罪

が成立しないと判断されたにもかかわらず、配偶者

以外の他の者との同棲したことによって損害賠償

が認められたケース(裁判例3・4番)もある。

重婚罪は成立せず、配偶者以外の他の者との同棲

も認められなかったため、損害賠償が認められな

かったケース (42香)もある。

実務の中で最も多い損害賠償請求の原因は、配

偶者以外の他の者との同棲である。無責側が提供

する証拠の中で、有責者と相手が継続して安定し

た共同生活を行っているかどうかが、損害賠償を

認めるかどうかのポイントである。実務の中で提

出される証拠は様々であり、写真、録画、保証書

(有責者作成又は有責者の相手方作成)、日記(有

責者のもの)、通報記録(派出所、警察局)、他人の

証言(隣人、〔居民委員会〕コミュニティ)などが

挙げられる。公的な機関の証明、警察への通報記

録キコミュニティの証言などは信憲性が高く、法

院に認められやすい (7番、 27番、 33番、 48番)。

証拠は提出したが、有責側と相手方の同棲関係が

認定されず、或いは有責側と相手との不倫又は暖

昧な関係が認められでも、継続して安定した共同

生活を営んでいないと判断されれば、結局損害賠

償が認められないケースが少なくない (35番、 42

番、 53番、 57番、 59番)。証拠が提出できず、事実

上のまたは法的根拠が欠けるとして、損害賠償が

認められないケースも多い。 (22'昏、 38香、 41香、

5靖、 73香)。

家庭内暴力の場合、暴力を受ける者は圧倒的に

女性が多い。病院の診断書、入院記録、法医鑑定

書などを提出すれば、損害賠償が認められやすい

(17番、 18番、 21番、 23番、 45番、 46番、 56番、

61番、 69番、 71番)。証拠が提出されないため、損

害賠償が認められないケース (19番)もある。問

題になるのは、夫婦喧嘩、殴り合いと家庭内暴力

の区別である。夫婦喧嘩でも、一方の攻撃に対し

て、もう片方が反撃しなかったら、家庭内暴力と

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

して認められ、損害賠償も認められる。しかし、

攻撃されてた方が反撃したら、殴り合いと判断き

れ、両方とも責任があり、家庭内暴力と認められ

ず、損害賠償も認められないという裁判例(裁判

例12・9番)もある。しかし、多少本能的な反撃

をしただけで、家庭内暴力が認められないのは、

あまりにも不当であろう。どの程度の反撃があれ

ば家庭内暴力とみなされないのか、例えば相手に

怪我させない程度なのか、自己防衛の程度なのか、

これについての判断は非常に難しい。ケースパイ

ケースで裁判官の裁量に任せるしかないであろう。

家族構成員に対する虐待・遺棄の場合、離婚す

る際、これを原因として損害賠償を請求する裁判

例は2件(裁判例14・68番、裁判例15・72番)し

かない。 2件とも虐待・遺棄行為を挙証できなか

ったため、損害賠償は認められなかった。裁判例

の件数が少ないため、具体的な運用状況はわから

ない。裁判例が少ないことは、もともと件数が少

ないのか、それとも今回偶然75件のうちに2件し

かなかったのかは不明である。

2、 〔過錯〕ー有貴行為について

中国語の〔過錯〕は一般的に落度、過失という

意味である。法律の中には〔過錯〕は有責行為と

解されている。損害賠償制度の中で〔過錯〕は特

定の重婚、配偶者を有する者の他の者との同棲、

家庭内暴力、そして虐待・遺棄といった四つの有

責行為を指す。つまり、これら四つの行為があっ

たと認められると、有責行為があったとされる。

3、損害賠償と財産分割

01年婚姻法が実施される以前、離婚の際に夫婦

共有財産を分割するとき、 「人民法院が離婚事件

を審理するに際して財産分割問題を処理すること

に関する若干の具体意見J(1993年、以下「意見」
と称する)に基づいて行われた。この「意見」の

中では、①男女平等の原則、②女性・子どもの合

法的権利・利益保護の原則、③無責配偶者への配

慮の原則、④当事者の意思尊重の原則、⑤当事者

の生産と生活に有利・便宜的であることを保障す
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る原則、そして⑥国家・集団・他人の利益を侵害

しない原則といった六つの原則がある。第一章で

述べたように、 80年婚姻法では損害賠償制度がな

かったため、離婚に際Lて、無責配偶者への配慮の

原則に基づいて、無責側に多めに財産を分けるこ

とによって公平を図った。

01年婚姻法実施後、損害賠償制度が新設された

ため、無責側への配慮は損害賠償で実現できると

考えられる。つまり、理論的には離婚の際の損害

賠償と財産分割は性質が違うので、別々に処理さ

れるはずである。しかし、実務上両者の関係はど

うなっているのだろうかという疑問を抱き、 75件

の裁判例を調べる中で、一つ興味深いことに気づ

いた。 75件の裁判例の中にはお件損害賠償が認め

られたケースがある。残りの37件のうち、損害賠

償を請求したが認められなかったのが30件、もと

もと損害賠償を請求しなかったのが6件 (28香、

初番、必香、 63香、倒番、 74'齢、婚姻法第47条の

誤植1件(16番、本件には47条が適用されたが、

46条と間違えたと考えられる)に分けられる。そ

の6件の裁判例に注意を払いながら分析してみ

ると、損害賠償を請求しなかったのに判決を下

す際、婚姻法第46条を根拠条文としたのはお番、

30香、 44番、 74香の4件である。 63番の判旨に

は、 「審理において、当事者両方とも現有の夫婦

共有財産の全部、或いは大部分は自分が所有すべ

きであることを主張した。これについて、財産に

関する協議がなく、夫婦双方につき婚姻法第46条

が規定する①重婚、②配偶者を有する者が他の者

との同棲、③家庭内暴力、④家族構成員への虐待

・遺棄といった四つの有責行為がないため、双方

が主張する多めに財産分割Jを求める請求は支持し

ない」と書いてある。 64香の裁判例は、妻が夫の

家庭内暴力を理由に離婚訴訟を提起したが、損害

賠償を請求しなかったケースである。裁判では、

家庭内暴力があったかどうかが争点になり、妻が

提供した証拠が不十分であるため、結局それは認

められなかった。妻が家庭内暴力しか主張しなか

った理由が、損害賠償も請求できることを知らな

かったのか、あるいはそれを知っていてあえて主
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張しなかったのかは不明である。

以上を総合的に考えると、損害賠償は共有財産

分割の一つの態様ではないだろうかと推測でき

る。つまり、損害賠償に関わる特定の有責行為が

認められると、当然有責者の有責行為が確定でき

る。そして、無責配偶者への配慮の原則に基づい

て、財産分割が行われる。その時、無責側は損害

賠償を受けるととができるし、財産も多めに分け

られる。損害賠償を認めるための有責行為がない

場合、一般的な有責性が認められると、無責配偶

者への配慮の原則に基づいて、無責側は損害賠償

を受けることができないが、財産は多めに分割で

きる。このような推測が正しいかどうかを証明す

るため、裁判例を整理した結果、損害賠償を認め

つつ、財産分割は無責側に配慮した裁判例は少な

くないことが明らかになった。 4番、 8香、 10

香、 12番、 13番、 32番、必番、 58香、 ω香の計9
件がある。損害賠償は認められなかったが、財産

分割において無責側に配慮したケースは、 35番、

53番、 75番の計3件がある。その他、家庭内暴力

を理由に損害賠償が認められ、女性・子どもの合

法的権利・利益保護の原則に基づき、財産分割に

おいて無責側(女性)に配慮したケースが、 14

番、 18番、 23番、 46番、 69番の計5件がある。以

上から、実務では、損害賠償は財産分割の一つの

基準として用いられる場合があるということを確

認することができる。この点は、今までに明らか

になっておらず、損害賠償制度の運用と機能に関

しての最大の特徴ではないかと恩われる。

4、その他

75件の裁判例の中には、婚姻法第46条の②配偶

者以外の他の者との同棲と③家庭内暴力が同時に

認められたケースが、 8番と20番の 2件ある。第

46条の 2号と 3号を根拠に損害賠償を請求した

が、証拠が不十分であるため、認められなかった

ケース41番もある。

また、裁判例の中には幾っかよくわからないケ

ースもある。まず、婚姻法の司法解釈(ー)の第

30条(第一章、第三節、 4を参考)に関するケー



スが25香、 26香、 36香の計3件ある。 25香と26香

は「無責側が被告として、且つ一審時に当該損害

賠償請求を提出せず、二審の期間において提出し

た場合、人民法院はまずその調停を行わなければ

ならない。調停が不成立の場合、当事者が離婚後

一年内に別に損害賠償請求を提訴するよう告知す

る」場合であるが、しかし、調停を行ったか、調

停を行う必要がないと判断したか、調停を行っ

て、不調となったのか、不明のまま、離婚後一年

内に別に損害賠償請求の訴えを提起するという判

決が下された。話番については、無責側(原告、

女)が一審で離婚訴訟と同時に損害賠償の請求を

行ったが、容認されず、上訴した。何故か二審で

は、 「無責側は原告として、人民法院に当該損害

賠償の請求を提起する場合、離婚訴訟と同時に提

出しなければならない」と説明しながら、当該無

責側が三審段階で損害賠償を請求したため、別に

提訴するという意味不明な判断を下した。

次に、 59番については、離婚後の元妻は元夫に

対して財産分割と損害賠償を請求したケースであ

る。一審では、婚姻法第46条2号が適用され、損

害賠償金10，00口元が認められたが、元妻が上訴し、

損害賠償金150，00口元を請求した。二審では、一審

の判断を覆し、元妻が提供した証拠が不十分であ

ったため、婚姻法第46条2号が適用きれず、損害

賠償が認められなかった。しかし、元夫が一審の

判断に対してよ訴しなかったため、そのまま一審

で決着した。

15番については、親子鑑定で子が夫の嫡出子で

ないことが判明し、夫は妻に損害賠償を請求した。

一審では、第46条が適用され、損害賠償金1，0∞元

が認められた。第46条に規定されている 4つのど

の場合にあたるかは不明である。当事者両方とも

上訴し、夫は損害賠償金20，000元を請求した。二

審では、第46条の適用に言及せず、ただ妻が有責

行為を行ったと述べ、原審通りとした。

最後に、 55香については、事実婚の妻は、夫が

事実婚姻関係の解消につき有責性があると主張

し、損害賠償を請求した。第46条のどの場合に基

づいて請求したか、また請求金額は不明である。

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

一審では、妻が証拠を提供しなかったため、損害

賠償が認められなかった。その後、妻が上訴し、

第46条に基づいて、損害賠償金50，000元を請求し

た。証拠として、夫は他の女と同棲する際に計画

出産の担当者に捕まって、避妊手術をさせられた

ことが挙げられた。この事実によって、夫の有責

行為が証明できる。しかし、二審では、夫は一審

後訴外甲と婚姻した時、妻は一審で離婚に同意し

たため、夫の重婚行為は離婚の原因ではないと判

断し、妻が請求する損害賠償は根拠がないため、

支持きれなかった。損害賠償も認められなかっ

た。妻は第46条のどれに基づいて損害賠償を請求

したか不明である。しかし、その証拠から第46条

2号の配偶者以外の他人との同棲が推測される

が、ご審で重婚と解されるのは不思議である。

第三章の分析を終えるに当たって、中国の判決

について、気づいたことを簡単にまとめておきた

~当。

①原告と被告が何を請求したか、つまり請求の内

容がはっきり分からない場合が少なくない。

②誤植が多い。特に数字、引用条文などである。

中には、被告と原告をとり違える場合すらある。

⑤判決が下された日付が分からない。

④案号(判決の番号)が明記されていない場合が

ある。

⑤判決替の害き方が規範性が欠ける。その結果、

整理するのが容易ではない。

第三寧 日本の聾婦に伴う損害賠償との肱較

第一節 目本にお防る離婦に伴う損害賠償

1、意輯

日本では、離婚が夫婦のどちらかの有責行為に

より導かれた結果である場合には、他方は、離婚

に至ったこと自体が原因で生じた精神的損害の賠

償、すなわち慰謝料を請求することができる。判

例と通説においては、慰謝料請求の実体法上の根

拠は、不法行為に基づくものとされている。一般

的には、財産的損害は財産分与における夫婦財産の

清算と離婚後の扶養でカパーされるので、精神的
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損害賠償が中心となる。事例として多いのは不貞

行為だが、そのほか、家庭内暴力、虐待、遺棄、婚

姻関係の形成や維持に協力しない行為、通常の性

的交渉を持たないことなどの場合も慰謝料が認め

られているお。

2、睡婚慰謝料と離婚原因慰謝料

慰謝料の請求については、大きく分けて、離婚

原因である個々の違法行為(例えば、暴力、虐待、

不貞などによる身体、自由、名誉などの権利侵害)

による精神的苦痛の慰謝として請求する場合と、

相手方配偶者の有責行為によって離婚をやむなく

されたことによる精神的苦痛の慰謝として請求す

る場合があるヘ前者は離婚原因慰謝料、後者は離

婚慰謝料である。離婚原因慰謝料は、不法行為に

よる損害賠償であることについては異論がない。

離婚慰謝料の法的性質については、不法行為説、

債務不履行説、調整請求権説などの学説に分かれ

るが、判例は不法行為説に立っている。不法行為

説によれば、離婚慰謝料は、相手方の有責行為に

より離婚をやむなくされたことによって被った精

神的苦痛に対する賠償ということになる九頭川信

久の見解によれば、精神的な苦痛の具体的内容と

は「離婚による社会的評価の低下、結婚生活に対

する期待権が侵害されたこと、将来の生活不安、

子を手放すことによる心痛など」と述べているP
実際の訴訟では離婚慰謝料が圧倒的に多いとい

う。

3、財産分与と損害賠償との関係

(1)学脱

離婚の際の財産分与と損害賠償との関係につい

ては、損害賠償は財産分与の中に含まれるとする

包括説、含まれないとする立場の限定説が対立し

ている。包括説は①損害賠償は財産分与の中に包

括されてはいるが、独立性をもっており、手続的

にも両者を分けることができるとする見解(包括

可分説)と、②損害賠償は財産分与の中に包括さ

れ、手続的にも不可分一体であるとする見解(包

括不可分説)に分けられる。限定説もa損害賠償

66 

と財産分与は別個のものであるから、お互いに相

闘性をもっとする見解(限定相関説)と、②損害

賠償と財産分与は別個のものであり、その聞に相

関性もないとする見解(限定独立説)に分けられ

る。

包括説において、実際的解決の側面から見て財

産分与請求権から慰謝料請求権の分離独立可能性

が生じるし、限定説においても、実際的解決の便

宜をはかる側面から見て、財産分与と慰謝料を一

緒に考える可能性もある。限定説と包括説の違い

が最も顕著に現れるのは、限定独立説と包括不可

分説である。限定独立説によれば、当事者は常に

財産分与と慰謝料を個別に請求しなければならず、

離婚の際に夫婦の財産関係についてはー図的解決

をはかることはできない。また、包括不可分説に

よれば、事件の一回的解決をはかることはできる

が、当事者は財産分与のほかに慰謝料を別個に請

求することはできないことになる。限定相関説と

包括可分説は、財産分与と別個に慰謝料を請求す

ることも、財産分与に慰謝料を含めて請求するこ

とも否定していないため、実際にはそれほど大き

な差異がない濁。前者は慰謝料と財産分与の本質的

違いという理論面を重視し、後者は離婚に際して

夫婦の財産関係をー図的に解決するという実際面

に重きを置く。

(2) 申q~J

最高裁昭和31年判決(最判昭和31年2月21日民

集10巻2号124頁)

この判決の理解については、包括不可分説の立

場からは、本判決は慰謝料請求か財産分与請求か

の択一的遷択だけを許すものであり、包括可分説

の立場からは、本判決は財産分与を得ていない場

合に慰謝料だけの請求を許す趣旨だということに

なる。また、限定独立説の立場からは、 「離婚の

場合における慰謝料請求権は、一財産分与請求と

はその本質を異にする」という点にのみ本判決の

意義があり、限定相関説の立場からは「両請求権

のいずれか選択して行使することもできる」の次

に「両者を併せて同時に請求することもできる」



という文言を補って読むべきでる。このように、

本判決を自説の裏付けとするべく、それぞれの立

場によって本判決のどの部分を評価するかは異な

っている。

最高裁昭和46年判決(最判昭和46年7月23日民

集25巻5号805頁)

本判決は、財産分与の制度は婚姻中の共同財産

の清算と離婚後の扶養を目的とするものであり、

離婚による慰謝料とは性質を異にするものである

こと、しかし、財産分与を定めるには一切の事情

を考慮すべきであるから、慰謝料も含めて分与の

額・方法を定めること、したがって、既に財産分

与が行われた場合でも、それが損害賠償の要素を

含めた趣旨とは解せられないか、額および方法に

おいて慰謝するに足りないと認められるならば、

別個に慰謝料を請求することもできるというもの

であった。最高裁が基本的に限定説に立って包括

説との折衷をはかっているのか、基本的には包括

説に立ちつつ限定説との折衷をはかっているのか

を判断することはできない。このように、中間的

立場をとることによって、財産分与と別個に慰謝

料請求するととも、財産分与に慰謝料請求を含め

て請求することも可能であるとし、事件ごとに柔

軟に対応できるものにした。特に、既に行われた

財産分与の額が非常に少額である場合には、その

後離婚による慰謝料の個別請求を認めることは結

果的には妥当な解決をもたらすことになるはずで

あるへ

実務では、これら昭和31年と昭和46年の最高裁

判決を受けて、財産分与と慰謝料の関係について、

財産分与と慰謝料を別々に請求することも、財産

分与に慰謝料を含めて請求することも可能になっ

た。具体的な請求方法としては、①異時個別請求、

②一括請求(財産分与の一本立て)、③並列請求

(慰謝料と財産分与の2本立て)、④同時個別請求

(離婚成立後に家庭裁判所と地方裁判所で)のい

ずれも可能であるへ

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

第二節目本とのlt肢

1、夫婦財産制

日本と中園は、いずれも夫婦財産制については

契約財産制と法定財産制を併用している。現実に

は、日本においても、中国においても契約財産制

を採用する夫婦は皆無に近い。日本の法定財産制

は夫婦別産申jをとっている。中間では、法定財産

制として共有制を採用している。

2、性質

第一節の2ですでに述べたように、日本の離婚に

伴う損害賠償は、独立の条文はないが、判例と通

説は民法の不法行為に基づくものであり、離婚損

害賠償と離婚原因損害賠償に分けられる。

中国の離婚に伴う損害賠償は、法的性質につい

て議論が多いが、婚姻法第46条の条文より列挙さ

れた四つの場合に限定されたため、離婚原因損害

賠償と解される。

3、財産分割・財産分与との関係

日本の離婚に伴う損害賠償と財産分与との関係

は、第一節の3で、すでに述べたように基本的に包

括説と限定説に分けられる。

中国では、理論上において、財産分割と離婚損

害賠償は別個の概念で、請求する際も別々に行う

か、同時に両方を請求することができる。 2001年

婚姻法が実施される以前は、損害賠償制度がなか

ったため、財産分割jの調整によって損害賠償の役

割が果たされたのだが、その意味で包括関係とも

言えるかもしれない。 2001年新婚姻法実施後、特

に実務では、第三章の裁判例分析を通じて、離婚

損害賠償は財産分割の一基準として用いられる場

合もあることが分かった。

4、機能

日本の離婚に伴う損害賠償の機能は、主に精神

的面の慰謝と解される。中国では、離婚損害賠償

は、財産的損害賠償と精神的損害賠償を含めるた

め、損害の補填、精神的慰謝、制裁そして予防と

説明されている。実務においては、認められたの
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はほとんど精神的損害賠償である。精神的損害賠

償は、以前ほとんど認められなかったかまたは厳

しく限定されていたため、現在多くの裁判例に精

神的損害賠償が認められるようになったことは大

きな変化とは言えよう。

5、運用

以下では、実務上の運用を通じて日中両国の離

婚に伴う損害賠償の異同を見出すことを試みる。

①算定

日本では、一般に精神的損害の算定について、

それが本来金銭で評価できない性質を有していて、

その算定に当たって酪酌すべき事由には制限がな

く、裁判所が諸般の事情を考慮して自由な心証で

量定すべきものとされているへ

慰謝料の算定においては、以下の要素が考慮さ

れるへ
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A、普痛慰謝料請求者の精神的苦痛が大きけ

れば、慰謝料の額は高くなる。

B、有責性.離婚を招いた有責行為が、不貞行

為、虐待もしくは遺棄のようなはっきりし

た非行ではないときは、慰謝料の額は低く

なる傾向がある。慰謝料請求者にも婚姻の

破綻につき相当の責任がある場合、慰謝料

額はその事情を考慮した上で算定される。

義務者の有責行為の他に、それ以外の事情

も破綻の一因となっているときには、慰謝

料額は低くなる。

C、婚姻期間・年齢:婚姻期間や夫婦の年齢は、

しばしば考慮される。

D、経済状態:裁判所は慰謝料の算定にあたり、

夫婦の財産や収入を考慮することがある。

他に、夫婦の社会的地位・学歴・健康状態

.妻が初婚であることや妻の再婚の見込み

や子の監護の状況などが考慮される。

E、慰謝料と財産分与(清算・扶養)との関係

:財産分与のみが求められたとき、裁判所

は清算および扶養の性格を有する財産分与

を命じることも、清算・扶養および慰謝料

の性格を有する財産分与を命じることもで

きる。前者の場合、のちに不法行為法に基

づき慰謝料の請求ができるが、後者の場合、

原則としてできない。財産分与を清算・扶

養・慰謝料の各性格に即して定めると、事

件によっては、ある性格については夫が妻

へ財産分与すべきで、他の性格については

妻が夫へ財産分与すべきことになる。

判例には慰謝料の相場のようなものがあり、物

価の上昇にもかかわらず、 1976年以降、平均で2∞
万円前後、最高額は500万円で頭打ちという状況に

ある。

中国では、物質的損害賠償の金額は、損害を受

けた財産の価値から精算する。精神的損害賠償の

金額は、精神的損害賠償の解釈の第10条に基づ

き、権利を侵害する人の故意または過失の程度ま

たは法律で別の規定がある場合は、この限りでは

ない。具体的には、侵害の手段、場所、行為の方

式など具体的な情況、権利侵害行為の結果、権利

を侵害する人が得た利益、権利を侵害した者の経

済的能力、受理法院の所在地の平均的生活水準と

いう六つの項目を総合して決める。

裁判例には損害賠償金の相場は、平均で3.000-

6.00口元前後、最高額は50.000元である。第46条に

規定される有責行為の個数が多ければ、賠償金額

が高くなる傾向がある。

②不貞行為を理由とする慰謝料請求

日本では、不貞行為を理由とする離婚慰謝料請

求について、最高裁1996年3月ぉ日判決(民集33

• 2・303、判時922・3)によると、不貞行為が

妻に対する不法行為となるのは、それが妻に対す

る「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法

的保護に値する利益を侵害する行為」とし、また

婚姻がすでに破綻していた場合は、原則として、

妻にこのような権利又は法的保護に値する利益が

あるとはいえないとし、不倫相手が夫と性的関係

をもった時に、婚姻はすでに破綻していたと認定

し、妻の請求を棄却した。この論議では、婚姻が

破綻していない聞の不貞行為であれば、慰謝料が

認められるから、裁判では、不貞行為の時期と婚

姻関係破綻時期の先後関係が重要な争点となるへ



中国では、不貞行為を理由とする離婚慰謝料請

求について、不貞行為の時期と婚姻関係破綻時期

の先後は関係なく、まだ婚姻関係が存続していれ

ば、請求者は配偶者と相手方の共同生活が継続し

ていて、且つ安定していることを証明できれば、

慰謝料は求められる。婚姻関係など具体的な状況

の認定より挙証に重点を置いているように思われ

る。

③不貞行為の相手に対する慰謝料請求

日本では、配偶者の不貞行為を根拠として、他

方配偶者は不法行為を理由にその相手方に慰謝料

請求ができることは、大審院以来の一貫した判例

であり(大審院明治36年10月1日判決刑録9輯

1425頁は夫からの請求、大審院大正15年7月20日

決定刑集5巻318頁は妻からの請求)、最高裁もこ

の判例を踏襲してきた(最高裁昭和34年11月26日

判決民集13巻12号1562頁等)。不貞行為の相手方に

対する慰謝料請求権については、最高裁昭和54年3

月30日判決民集33巻2号303頁が、子からの慰謝料

請求権は相手方の行為と子の被る不利益との聞に

因呆関係がないとして否定し、配偶者からの請求

権に限られることを明らかにしたへ

中国では、離婚に伴う損害賠償の請求対象に不

貞行為の相手を含めるかについて、議論が活発で

あったが、婚姻法の司法解釈(ー)の第28条「婚

姻法第46条が規定される損害賠償の責任主体は離

婚訴訟の当事者の無責側の配偶者である」と明確

に規定している。つまり、損害賠償請求権を有す

るのは無責側で、賠償責任を負うのは四つの有責

行為を行った有責側であり、当事者夫婦に限定さ

れた。裁判例の中には、民法通則の不法行為の一

般規定によって第三者に損害賠償を請求するケー

スおよび婚姻法第46条によって第三者に損害賠償

を請求するケースは見当たらなかった。

以上の比較によって、中日両国における離婚に

伴う損害賠償の実質的な違いは、その現実の機能

と請求できる場合にあることが分かる。制度の機

能については、日本は法定財産制が夫婦別産申jで

あり、慰謝料と財産分与が共同して、夫婦財産の

清算、無責者への慰謝の役割を果たしている。中

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能

国では、法定財産制は夫婦共有制が採用され、基

本的には財産の分割は折半することになり、損害

賠償は無責者への慰謝の役割を呆たすのみなら

ず、実務上、財産分割の一つの基準として用いら

れる場合も多い。請求可能な場合については、日

本では慰謝料は不法行為に基づくものとされてお

り、請求原因は離婚そのもの以外にもたくさんあ

るため、比較的に広い。中国では、四つの場合に

限定されているため、請求可能な場合は日本より

狭い。

何故そのような違いが生じるかについては、立

法の背景と趣旨が考えられる。第一章で紹介した

ように、 90年代後半の社会問題を念頭において、

特に顕著であった社会現象を四つの項目に集約し

て、条文に取り入れた。条文化によって、制裁と

予防の目的を達成することが目指された。根本的

な原因はやはり、中国では家庭を社会の分子のよ

うなものととらえ、重要かつ不可欠な存在である

ため、閏を治めるためにも、まず家を治め安定さ

せるべきであるという考えに立っていると思わ

れる。

おわりに

本稿は最初に中国における離婚に伴う損害賠償

制度を紹介し、ついで75f時の裁判例を整理し、そ

の分析を通じて、まず特徴と問題点を述べた。そ

の上で①挙証の問題、②有責行為の特性、③財産

分割と損害賠償との関係、④その他の問題、以上

の四つのケースを検討し、また実務上における運

用と機能の全体的なイメージを明らかにした。そ

の後、日本の離婚に伴う損害賠償、つまり慰謝料

を紹介し、その上で中固との比較をし、この比較

を通じて両国の制度の違いを明らかにし、その違

い古哲生じる原因の分析を試みた。

中間において2001年婚姻法第46条が新設された

後、婚姻法に関心が集まり、学界にも注目される

ようになった。特に、精神的損害賠償が寵められ

たことは大きな変化である。離婚に伴う損害賠償

は婚姻法、また損害賠償法の中でも重要なパート
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になっていると言えよう。

本稿は、以上のような問題関心から出措L、中

国の障措に伴う損害賠慣制度の背景と具体的な法

令を相介L、量判例の分析と中日聞の地較により

中国の損害賠慣制度目特債を明らかにした。しか

L、まだ取り組むべき課題は残されており、今檀

は不十卦な点を補い、また改善しながら、損害賠

慣以外の他の離婚結柑制度を視野に入れた研究に

取り組みたいと考える。

図1結婚数と離婚数
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図3歴年法院で処理されk離婚件数

l →離婚件数(万組)

ミ~

2~ E 
可k 可k 可icA'I$< ~'I$< '̂I$< __ '1$< ~'I$<命令

や~，..，.~'ò"''''' ~'ò"\φ ややや φ や
~. .~匂匂匂匂ら匂勺勺
、ヘヘ‘、、、 内、、"'~ '); 
註困3は中華人民共和国国家離計局

ht国ノノWWW.sta:凶.gov.CDIlnd，恒h田町「歴年瞳婚見理情況」を基に作属。

表1 人民法院民事一審の離婚事件の且理情況(単位件)

注表1は『中国輯計年量J(中国輯計出肱社1田8-21皿年)の「人民法院が民事事件を審

理する際一審の情況」、 「人民法院が婚姻家庭、相続案件を審理する際一審の受理既

椅情!Ii¥Jと『中国法樟年量』の「全国語院民事一審案件の受理既脅情況輯計劃(中

固法樟年鑑1田8-21周年)を基に作成。

一審案件と民事一審案件は受理総量、民事措姻家庭一審案件と離揖案件は既揖総量。

離婚案件の割合・離婚案件量/民事一審案件融%
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中聞における霞婚に伴切買害賠償の送用と機能

表2-2 損害賠慣を寵められた載判倒(計38件)の適用条文の詳細

用条支 146条町市 146条町
一色白 土一一LJ.旦

46条由団 146l!<白血 146毎回晶+(3)14IH1是σ)?"、
12 0 2 2 

ま2-3 寵められた損目害賠慣の分類

l 分唖 l 酎摩 1 措神 I酎露掴拍函完 l
l 件宅金 28 

主盟
8 

表2-4 法院の分類と裁判倒の件量

l 迭院 l 基礎 l 中組 l 高紐 i 
l-s  1 J3 2 0 
l=審 o 51 2 

(広車昔話件、再甫省6件、山車省6件 四川書4件、安融省と雲南省各2件、江西省、

櫛江省と河北省4!-2件、江蘇昔、陳西昔、湖北昔、湖南省、山西昔、梅南昔、新彊」内

モンゴル、上海市各1件)

表2-5 賠慣金額(単位元)

元川 000.3.00013.000.6.00016.000-9.00019.000-12.00副20000130.000140.000150，000
619  6 I 3 

注

1 加直美瞳子『中国家族法〔揖姻・聾子・相続〕

問答解説J(日本加除出旗.2008年)194頁。この

点については、既に一九九三年最高人民法院の

「薩婚財産分割問題的意見」において、無責配

偶者に対する配慮の晶要性が明示されていたが、

損害賠慣を認めるまでには至っていなかった。

2 仁井園陸『中国の農村車族J(東京大学出版告，

19回年)担R頁。

3 前条輩1395条は協議障措桂の財産聞幡町規定

である。構1362条は裁判上の離婚原因に闘する

量定である。

4 林日車『中華民国における離婚給骨制度の研

究 日本法との比較において J (晃洋書房。19閣

年)品41頁多照。

5 輔1151条は裁判上町離婚原因にかんする量定

である。

e 李桂『離輯量暗制度研究J(法樟出版社、忽醐

年)318-319買参照。

1 r中華民国民法制定史料量編(下冊)J (中華
民国司法行政部、 197~年) 3頁。

8 張希瞳『中園離婚立法皇J(人民出版社、笈剛

年)1田頁且下参照。

8 挿木賢「中国家族法の概要と家族の現況」草

月47，巷11号 (1995年)1-5耳参照。

10 鈴木賢・広橿真弓「中国における家族的壷容

と法の対応-2001年婚姻法改正をめぐって」ジ

ュリスト1213号(笈氾1年)89頁。

11 加藤蔓穂子『中国車族法の諸問題J(敏文堂、

19叫年)20!)頁以下書照。

12 軸木・前掲注(剖 10頁。

"胡康生r<中華人民共和国婚姻法樺正案(草
案))に闘する説明」全国人民代表大会常語葺貝

告企報4号(捌1年)担4頁書問。

"鈴木・前掲柱(1ω田頁。
1. lI!昌禎=ll時蘭 r<婚姻法}の場加改正観点
円融通」民主与法制7期(1998年)24頁、直昌

禎「中国婚姻桂を瞳正する考え方と構想」中華

女子学院学報増刊(1998年) 3買、馬憶甫「揖

姻法学研究会年会学術観点総述」同75買、揖大

文「新婚姻家庭町立法モデルと体系構造」法商

研究4期 (1999年)3-4買、揖大丈 r1999年揖姻
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法学研究の回顧と展望」法学家1期 (2000年)

64頁参照。

16 鈴木・前掲注 (10)92-94頁。

17 王利明「婚姻法改正の若干問題」法学3期

(2∞1年)49頁参照。
18 鈴木・前掲注 (9)注 (44)33頁、宇田川幸則

「中国における精神損害に対する金銭賠償をめ

ぐる法と実務J(ー)- (三)北大法学論集47巻

4号(1996年)1039頁以下、 5号 (1997年)1581 

頁以下、 48巻Z号(1997年)369頁以下参照。

19 陳葦「我国離婚損害賠償制度の設立の研究」

現代法学6期(1998年)97-98頁参照。

却夏吟蘭ほか [21世紀婚姻家庭関係新規則J(中

国検察出版社、 2001年)174頁参照。

21 王明華「離婚損害賠償における若干問題の思

考」中国人民大学復印報刊資料・民商法学第7

期 (2∞2年)70頁。
22 楊立新「離婚時有責行為による損害賠償の法

律適用」検察日報5月29日 (2001年)参照。

お顧潔舵「我国婚姻法改正案の中の離婚損害賠

償制度の規範に対する分析」民主与法治 1期

(2∞1年)田頁。
凪郭麗紅 『衝突与平衡:婚姻法実践性問題研究』

(人民法院出版社、 2005年)232-235頁参照。

25 この説については、中国で全ての論文の中で

林秀雄(台湾の学者、 『婚姻家庭法の研究J(中

国政法大学出版社、 2001年)114-116頁)説とし

て定着しているようだが、むしろもともと日本

の学説ではないかと恩われる。

甜婚姻法の司法解釈(ー)の第5条「婚姻法第

八条の規定に基づいて結婚登記をしなかった夫

婦の名義で共同生活をしている男女は、人民法

院に離婚を申し立てる時、区別して対応すべき

である。①1994年2月1日民政部より『婚姻登

記管理条例』が公布・執行される前に、男女双

方とも既に結婚の実質要件に充たす場合、事実

婚として処理する。②1994年2月1日民政部よ

り 『婚姻登記管理条例』が公布・執行された後

に、男女双方とも既に結婚の実質要件に充たす

場合、人民法院は当該離婚訴訟を受理する前に
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当事者に結婚登記を補うことを通知すべきであ

る。結婚登記を補わなかった場合、同棲関係の

解除として処理する。」

釘王洪『婚姻家庭法J(法律出版社、 2003年)

198-199頁参照。

28 陳葦「離婚損害賠償法律適用若干問題の思考

」法商研究第2期 (2002年)81-82頁参照。

盟玉明華・前掲注 (21)70頁。

却何志 『婚姻法判断解決の研究と適用J(人民法

院出版社、 2∞4年)546頁参照。
31 李俊『離婚救済制度研究J(法律出版社、 2008

年)33目指頁参照。

詔李俊・同前掲 (31)336頁。

泊 中国北京大学の関連会社が開設する有料データ

ペースである。中には、各級人民法院の判決書が

数多く掲載されている。http://wwwlawyee.netl

34 B男と不倫相手との性的関係があると証明で

きる証拠が提出きれなかった。

35 二宮周平=榊原富士子『離婚判例ガイド〔第

2版lJ(有斐閣、 2∞5年)151頁以下参照。
諸島岡大雄「離婚による慰謝料の帰趨」野田愛

子ほか『新家族法実務大系第 1巻親族[IJ婚

姻・離婚J(新日本法規、初08年)372頁。

訂本沢巳代子『離婚給付の研究J(一粒社、 1998

年)69頁参照。

38 甑川信久「すでに財産分与を得ている場合に

もさらに離婚による慰謝料を請求できる場合が

あるとされた事例判例批評」法学協会雑誌91

巻1号177頁。

却大津千明『離婚給付に関する実証的研究J(日

本評論社、 1鈎O年)27頁。

岨本沢・同前掲注 (37)70 -74頁以下参照。

41 大草・同前掲注 (39)7頁。

42 大著書・同前掲注 (39)62頁。

43 鈴木興次『離婚給付の決定基準J(弘文堂、

1992年)62-67頁参照。

44 田中豊『最高裁判所判例解説民事篇平成8年度

(上)J (法曹会、 1997年)248頁。

45 水野紀子「不貞行為の相手方に対する慰謝料

請求」丹谷峻ほか『損害賠償法の軌跡と展望



(山田卓生先生古稀記念論文集)J(日本評論社、

2(胸年)135頁。

(ちょう ちょう 北海道大学法学研究科修士課

程修了)

中国における雄婚に伴う損害賠償の運用と標能
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